
2024 年度

「聴覚障害に関わる支援人材育成を目的とした遠隔手話教育システムの構築」

群馬大学 群馬県日本財団

「
聴
覚
障
害
に
関
わ
る
支
援
人
材
育
成
を
目
的
と
し
た
遠
隔
手
話
教
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」
事
業
報
告
書

２
０
２
４
年
度



2024年度

聴覚障害に関わる支援人材育成を目的とした
遠隔手話教育システムの構築

事 業 報 告 書

群馬大学共同教育学部
手話サポーター養成プロジェクト室





目　　　次

１．ご 挨 拶	 １

２．事業報告	 ５
　事業概要	 ７
　１）質の高い専門者養成に向けた授業開発	 11
　　講義受講者数一覧	 13
　　シラバス紹介	 17
　２）社会人を対象とした日本手話・手話通訳・ろう教育の授業の全国的展開	 48
　　⑴　日本手話実践力育成プログラム（履修証明プログラム）	 48
　　⑵　群馬大学公開講座	 56
　　⑶　免許法認定通信教育	 75
　３）高校選択科目「手話」の実現に向けた実践	 79
　　⑴　聖光学院高等学校（福島県伊達市）での学校設定科目「手話」	 79
　　⑵　聴覚特別支援学校高等部向けの手話の授業	 82
　４）日本手話・手話通訳教育指導者養成に向けた取りくみ	 84
　５）大学間連携による「手話教育研究の拠点形成」に向けた取りくみ	 85
　６）関西学院大学・群馬大学合同研究報告会	 86

３．実 績 等	 101
　実績等一覧	 103
　研修・講演等　概要	 109

４．学術資料	 113
　書籍『手話の法制化と聾者の言語権
　　　　―そのポリティクスと課題解決への視座』金澤貴之・二神麗子	 115
　「日本特殊教育学会第62回大会ポスター発表」掲載論文	 116
　「日本言語テスト学会研究大会研究発表」掲載論文	 121
　「群馬大学教育実践研究」第42号　掲載論文	 128

５．メディア紹介	 137

プロジェクトメンバー	 148





１．ご 挨 拶





　現在、全国的な手話通訳人材の不足、電話リレーサービスの公共インフラ化、そして高等教育機関
における聴覚障害学生への手話通訳ニーズへの対応の不十分さといった課題が山積しており、「若年
層を対象とした手話通訳者養成」を真剣に考えていかなければ、高度職業人としての聴覚障害者の社
会参加が大きく阻まれてしまう現実に直面しています。そのためには、高等教育機関で手話通訳者を
養成できる体制を確立し、全国でその教育を受けられるようあらゆる環境を整備していくことが必要
です。
　こうした問題に風穴を開けるべく、群馬大学では、群馬県が制定した手話言語条例への学術機関と
しての貢献として、2017年度より、日本財団助成による群馬県との共催事業「学術手話通訳に対応し
た通訳者の養成」（2019年度より「学術手話通訳に対応した専門支援者の養成」）を実施いたしまし
た。これは、２つの目的によって成り立ちます。１点目は、大学生の養成であり、卒業までに高度な
手話スキルを有する専門支援者として社会に送り出すというものです。そして２点目は、県内の手話
通訳者向けに、高等教育機関での授業や学会発表等で求められる「学術手話通訳」に関する研修を実
施するというものです。
　群馬県は2015年３月に全国の都道府県で３番目に手話言語条例を制定し、かつ、同年12月に前橋市
でも同条例が制定されたことで、全国で初めて県と市の双方で同条例を制定した県となりました。さ
らには2025年３月現在、20ヶ所の市町村で同条例が制定され、全国屈指の手話言語条例制定県となっ
ております。「手話先進県」の群馬県として、行政と学術機関とが一体となり、手話通訳スキルを身
につけた専門支援者を県内に広く輩出していくとともに、全国のモデルとして「群馬方式」を広く情
報発信していくべく、本事業を推進してまいりました。
　そして2020年度末には４年目を終え、１年次から４年間学んだ学生を社会に送り出すことができま
した。加えて、2020年度はコロナ禍に見舞われたこともあり、これまでの授業をすべてオンラインに
最適化させることができました。これにより、教室に集まらずとも、手話等を学べる環境も整いました。
　そこで2021年度からは、それまでの４年間の事業をさらに発展させるべく、日本財団助成事業「聴
覚障害に関わる支援人材育成を目的とした遠隔手話教育システムの構築」に着手しました。本事業の
最終目標は、手話教育研究拠点の連合体を形成し、遠隔ベースの手話教育システムを確立すること
で、高度なスキルを持った手話通訳者の不足や、聴覚障害関連専門職の手話スキルの問題の解決を図
ることにあります。
　そして2023年度から、これまでの準備期間を経て、履修証明制度に基づく「日本手話実践力育成プ
ログラム」（文部科学省職業実践力育成プログラム認定）をスタートしました。本学の学生向けの手
話習得、手話通訳者養成の授業と同内容の授業を、夜間にオンラインで社会人向けに行うプログラム
です。これにより、全国の社会人の皆様に、本学の授業を受講していただくことができるようになり
ました。また、その他のオンラインを活用した学外向けのコンテンツ配信として、免許法認定通信教
育も継続、公開講座を大幅に拡充しました。
　手話奉仕員養成カリキュラム修了者は累計206名、手話通訳者養成カリキュラム修了者は累計74
名、盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラム修了者は累計25名となりました。特に2024年度は、
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「日本手話実践力育成プログラム」アドバンスコース修了者10名を初めて輩出することができました。
　一方、今年度の公開講座の受講者は1,318名、免許法認定通信教育の受講者はのべ５名になりまし
た。特に公開講座受講者が大幅に増加した背景には、「学生YouTuber」の活躍も大きかったと思い
ます。
　本学の各種プログラム修了者や公開講座の受講者等が、それぞれ身につけたスキルを特別支援学校
や手話通訳の現場で活かしてくれることを願いつつ、この１年間の事業の成果をまとめたものが、本
報告書になります。これまで進めてきた事業が花開いていき、全国の手話通訳養成、手話に関わる専
門支援者養成の質向上に寄与できることを願っております。
　皆様方からのご指導、ご鞭撻、そしてご支援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

	 群馬大学共同教育学部教授
	 手話サポーター養成プロジェクト室長

	 金　澤　貴　之
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２．事業報告





事業概要

１．事業目的
　本事業は、第１期事業である2017年度から2020年度までに構築した群馬大学における手話通訳者養
成の基盤を活かして、新たに着手した第２期事業「聴覚障害に関わる支援人材育成を目的とした遠隔
手話教育システムの構築」の４年目にあたる。
　本事業の最終目標は、高度なスキルを持った手話通訳者の不足や、聴覚障害関連専門職の手話スキ
ルの問題を解決すべく、手話教育研究拠点の連合体を形成し、遠隔ベースの手話教育システムを確立
することにある。このことを2030年度までに実現すべく、まずは2025年度までに、以下のことを実現
させることを目標としている。すなわち、①現行の手話通訳資格を高等教育機関で取得可能にするカ
リキュラム・プログラム構築、②高校の選択科目「手話」を学校（自治体）設定科目として実施、③
手話・通訳スキルの習得到達度の高い遠隔カリキュラムの完成、学習者向けテキストの出版、④指導
者養成カリキュラム概要の完成、⑤遠隔システムによる聴覚障害に関わる各種専門職研修の実現、⑥
関西学院大学等の他大学との連携の構築を実現させることである。
　４年目である2024年度は、CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）に準拠した日本手話・手話通訳教
育をより一層推進する中で、教育の質的向上を高めた。その上で、2023年度に開始した履修証明制度
を活用した社会人向けオンライン教育「日本手話実践力育成プログラム」では、アドバンスコース修
了者を輩出した。また、その他のオンライン、オンデマンド教育として、公開講座、免許法認定通信
教育、通常の高校や聴覚特別支援学校での授業実践、他大学生向け体験受講を実施した。その他の社
会貢献活動として、他機関における講習会等での講師派遣などを実施した。「学生YouTuber」の活
躍も、プロジェクトの名称でもある「手話サポーター」の活動の１つとして、重要な事業成果の１つ
と考えている。

２．事業内容
　本事業では、上記の目的に沿って以下のことを実施した。
⑴　授業開発
　学外へのさまざまな遠隔配信に耐えうる授業の研究開発の基点となるのは学内の授業である。日本
では研究開発が遅れている、成人音声母語話者を対象とした手話言語の第２言語習得の効果的な指導
法のあり方、通訳理論に基づく通訳養成指導、手話スキルを活用した教育・支援実践指導のあり方に
ついて、特にCEFR への準拠を推進した。
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１）授業開発
　①　日本手話教育（１年生対象）
　　・「手話とろう文化」（初学者向け）
　　・「言語としての日本手話ⅠＡ／ⅠＢ」、「言語としての日本手話ⅡＡ／ⅡＢ」（初学者が前期２コ

マ、後期２コマをすべて履修することで日本手話の基礎を体系的・実践的に習得、厚生労働省
手話奉仕員養成講座「入門」「基礎」に相当）

　②　手話通訳教育（２～３年生対象）
　　・「日本手話と日本語の違いを学ぶＩ」、「日本手話と日本語の違いを学ぶⅡ」、「日本手話と日本

語の違いを学ぶⅢ」（厚生労働省手話通訳者養成講座「基本」「応用」に相当）

　③　盲ろう通訳・介助員養成
　　・「聴覚障害教育演習Ｄ」・「聴覚障害教育演習Ｅ」（学部）
　　・「盲ろう児者支援技術演習Ⅰ」・「盲ろう児者支援技術演習Ⅱ」（専攻科）

　④　聴覚特別支援学校教員養成
　　・「聴覚障害教育演習Ｃ」（学部）
　　・「聴覚障害児の心理特論」（学部）
　　・「SDGs 総合演習：日本手話を活用した聴覚障害児者支援の実践」（学部）
　　・「聾重複障害児の教育概論」（専攻科）
　　・「聴覚障害児の心理概論」（専攻科）

　⑤　手話通訳資格試験対策講座
　　・手話通訳試験対策講座
　　　SL-LMS（遠隔手話教育システム）を利用した通訳練習素材の提供（25名利用）、教養教育「手
話とろう文化」におけるオープニング担当、ろう教員の講義の読みとり通訳。

２）社会人向け授業
　①　日本手話実践力育成プログラム
　　　履修証明制度を活用した社会人向けプログラム「日本手話実践力育成プログラム」（文部科学
省職業実践力育成プログラム認定）を実施した。厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム（ベー
シックコース）と手話通訳者養成カリキュラム（アドバンスコース）を満たすコースを設けてい
る。

　　・ベーシックコース　日本手話講座ⅠＡ／ⅠＢ／ⅡＡ／ⅡＢ（前期・後期とも週２コマ）
　　・アドバンスコース　手話通訳講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（週１コマ）
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　②　オンライン・オンデマンド公開講座
　　　以下の公開講座をオンライン・オンデマンドで実施した。使いやすい遠隔手話教育システム
（LMS）でオンデマンド講座を多く用意したことにより、のべ1,300名を超える受講者を受け入れ
ることができた。

　　・オンライン授業で学ぶ手話とろう文化
　　・オンデマンド教材で学ぶ手話とろう文化
　　・日本手話の文法を学ぶ（１）（２）（オンデマンド）
　　・手話通訳者のための障害者福祉論（オンデマンド）
　　・手話通訳者のためのソーシャルワーク論（オンデマンド）
　　・遠隔時代の手話通訳（オンデマンド）
　　・聴覚障害児の理解（オンデマンド）
　　・聴覚障害児の教育課程・指導法（オンデマンド）
　　・ろう重複障害児・者の教育と支援（オンデマンド）

　③　免許法認定通信教育
　　　聴覚障害領域の二種免許状保有者を対象に、オンデマンド形式で一種免許状取得するための以
下の３つの科目を開講した。

　　・聴覚障害児の心理・生理及び病理
　　・聴覚障害児の教育課程と指導法
　　・聴覚と他の障害を併せ持つ重複障害児の教育

３）高校選択科目「手話」の実現に向けた試行
　　手話通訳者の高齢化に対する全国的な課題の解消に向けて、遠隔教育にて、海外先進国と同様
に、高校段階から手話の体系的な学習機会を増やすことを見すえた取りくみを行った。
　①　聖光学院高等学校での「手話」科目の実践
　　　2022年度・2023年度に続き、双方向型オンラインで「手話」の授業を実施し、全国で初めて、
大学との連携による３年間の体系的な日本手話教育カリキュラムを完成させた。

　②　ろう学校高等部を対象とした模擬授業
　　　群馬大学共同教育学部が提供する高等学校等向け模擬授業として双方向型オンラインで実施。

４）聴覚障害児者の支援専門職のカリキュラム作成に向けた取りくみ
　　オンデマンド公開講座において、聴覚障害児者を対象としたソーシャルワーク関連の講座を大幅
に増設した（詳細は、公開講座「手話通訳者のための障害者福祉論」p.69、「手話通訳者のためのソー
シャルワーク論」p.70、「遠隔時代の手話通訳」p.71、「ろう重複障害児・者の教育と支援」p.74を参照）。
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５）単位互換制度の実施に向けた試行
　　公開講座を学生向けに無料で実施し、全国各地の大学から合計201名の学生が受講した。

６）日本手話・手話通訳教育指導者養成に向けた取りくみ
　　中野聡子准教授が、社会福祉法人全国手話研修センターの手話通訳者養成講義テキスト編集委員
（学識経験者）として「日本語演習」の編集に貢献した。

７）指導法・指導テキスト等の開発
　　中野聡子准教授が、昭和女子大学浅野裕子教授、上智大学藤田元特別研究員と共にCEFR-JSL
（日本手話）の開発に着手し、試案を日本言語テスト学会（JLTA）第27回大会（2024年度）全国研
究大会で発表した。
　　また、2025年度中の出版に向けて『よくわかる日本手話の文法』（仮題）の執筆を進めている。

８）大学間連携による「手話教育研究の拠点形成事業」に向けた取りくみ
　　関西学院大学手話言語研究センターと授業、講師派遣、教材作成、研究交流などの連携を行っ
た。また、合同研究報告会を開催した。

９）学生による「手話サポーター」の活動
　・「学生YouTuber」としての動画撮影及び編集：７名
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１）質の高い専門者養成に向けた授業開発

　手話サポーター養成プロジェクト室が関わる授業としては、「日本手話・手話通訳教育」「聴覚障害
児等の教育に関わる専門知識の習得と実践への反映」「手話を活用した教育・支援の実践」の３つが
ある。
　「日本手話・手話通訳教育」のうち、「手話とろう文化」の授業では、日本手話の入門的な学びを目
的として、取りあつかう文法項目やスキット、理論と実技の接続について若干の見直しを行った。
「言語としての日本手話ⅠＡ／ⅠＢ／ⅡＡ／ⅡＢ」「日本手話と日本語の違いを学ぶⅠ／Ⅱ／Ⅲ」の７
つの演習授業は、CEFR（ヨーロッパ共通言語参照枠）への準拠を進めるべく、まだ整理ができてい
なかった前期授業について、各授業回でCEFR-CV の尺度に準じた言語活動のねらいを示すようにし
た。また、厚生労働省手話奉仕員・手話通訳者養成講座の修了を証明するオープンバッジ制度の導入
により、全学対象の教養教育として開講している「言語としての日本手話」では、同省カリキュラム
に準じて授業外に取りくむオンデマンド講義を10時間義務づけた。手話通訳教育においては、同時通
訳技術の向上を目的として、要約トレーニング教材の見直し、逐次通訳演習の取りやめ、スモールス
テップによる同時通訳演習など、授業内容を大きく変更した。そして、日本手話や手話通訳を学ぶ受
講生が地域との関わりの中で手話やろう文化にふれる機会を増やし、群馬県で開催された第58回全国
ろうあ者体育大会では、１～４年次まで合計22名が大会ボランティアとして従事した。これまでの複
数年度にわたる授業改善の効果は大きく、2024年度はプロジェクトが始まって以来初めて、在学中の
手話通訳士試験合格者を輩出することができた。
　「聴覚障害児等の教育に関わる専門知識の習得と実践への反映」に関する授業、「聴覚障害児の心理
特論／心理概論」は、理論と教育実践の結びつきを深める授業を行うように改善した。
　「手話を活用した教育・支援の実践」に関する授業である「SDGs 総合演習：日本手話を活用した
聴覚障害児者支援の実践」「聾重複障害児の教育概論」「聴覚障害教育演習Ｃ・Ｄ・Ｅ」「盲ろう児者
支援技術演習Ⅰ／Ⅱ」は、身につけた高度な手話力を教育・支援現場に実践反映させられるように
し、さらにコミュニケーションスキルの幅を広げられるようにするため、演習部分の見直しを行った。
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○受講者数（履修登録者数）
� （　　）は宇都宮大学共同教育学部の受講者数

授　業　名 科目分野 開講時期 受講者数

手話とろう文化
手話入門：手話とろう文化 教養教育 前期 326名

（101名）

言語としての日本手話ⅠＡ 教養教育 前期 26名

言語としての日本手話ⅠＢ 教養教育 前期 26名

言語としての日本手話ⅡＡ 教養教育 後期 18名

言語としての日本手話ⅡＢ 教養教育 後期 18名

日本手話と日本語の違いを学ぶⅠ 共同教育学部 前期 10名

日本手話と日本語の違いを学ぶⅡ 共同教育学部 後期 ５名

日本手話と日本語の違いを学ぶⅢ 共同教育学部 前期 ６名

聴覚障害教育演習Ｃ
聾重複障害児の教育概論

共同教育学部
専攻科 後期集中 ４名

聴覚障害教育演習Ｄ
盲ろう児者支援技術演習Ⅰ

共同教育学部
専攻科 前期集中 ２名

聴覚障害教育演習Ｅ
盲ろう児者支援技術演習Ⅱ

共同教育学部
専攻科 後期集中 ２名

聴覚障害児の心理特論
聴覚障害児の心理概論

共同教育学部
専攻科 後期 40名

（18名）

SDGs 総合演習 共同教育学部 前期集中 ４名
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授業の１コマ

「手話とろう文化」

「言語としての日本手話ⅠＡ／ⅠＢ」

スタジオから手話スキットを配信 学生による授業のオープニングあいさつ

オンライン授業で手話の初歩を学ぶ 拍手はろう者の拍手「手をヒラヒラ」で表す

授業の最初に、プレタスクとして単語の小テストを行う グループワークでは、それぞれが考えた表現を出し合う
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「日本手話と日本語の違いを学ぶⅠ／Ⅱ／Ⅲ」

最後の発表はグループワークの成果の見せ所！

ろう者の日本手話を読みとり、話の「幹」と「枝葉」
をつかむ要約トレーニングを行う

読みとった日本手話の要約文を日本語で入力する

ゲスト講師による「ろうあ運動と手話通訳制度」の講演 ろう学生がいることを想定した授業場面で、講義内容
を手話通訳
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福祉窓口で障害児を持つ母親の相談を受ける場面を想
定した通訳実習

通訳を振り返り、通訳して感じたことや課題、改善点
を出し合う

実習の最後には教員から学生に通訳のフィードバック
を行う

美術館での通訳実習１　うちわ作りワークショップ
で、作業場面における通訳のやり方を学ぶ

美術館での通訳実習２　学芸員によるアート作品の解
説を通訳

美術館での通訳実習３　鑑賞者からのアート作品に対
する質問を学芸員に伝える
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○シラバス紹介

手話習得

手話とろう文化／手話入門：手話とろう文化

担 当 教 員 金澤貴之・下島恭子

科 目 分 野 【教養教育】総合科目群 開講曜日・時限 前期・木３–４

授 業 形 式 講義および実技　オンライン 単 位 数 ２

❖�授業の目的
　ろう者の言語である「日本手話」の実技指導を通して初歩レベルの会話を手話で表現できるように
するとともに、ろう者の考え方や行動様式を「ろう文化」という異文化理解の視点で捉えていくこと
で、身体状況、言語、文化の異なる者の多文化共生社会のあり方について見識を深める。

❖�授業の到達目標
　日本手話とろう文化についての基本的な理解ができ、初級程度（手話検定３級～４級程度）のスキ
ルを習得する。

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　○
Ｂ：論理的・創造的思考力　○
Ｃ：コミュニケーション能力　◎
Ｄ：社会的倫理観・国際性　◎
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）

❖�授業概要
　聴覚に障害のある人たちの中には、日本手話という独自の言語を身につけ、独自の文化を築き上げ
ている「ろう者」と呼ばれる人たちがいる。本講義では、日本手話の実技を交えながら、手話とろう
文化について概説する。
　日本手話は日本語とは異なる統語構造を持っている。実技指導にあたっては、手話のみ（音声な
し）で行う。また、講義形式の中で、文法等に関する理論的な説明も行う。
　単に「日本手話」という言語を学ぶだけでなく、その背景となる「ろう文化」について概説する。
具体的には、態度や言葉の解釈の違いなどの思考・行動様式や、生活・教育環境の違い、そしてその
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背景となるろう者社会の歴史や社会事情について幅広く取りあつかう。

❖�授業スケジュール
１．実技：「二人の出会い」（非手指表現（NM表現））　理論：「イントロダクション」
２．実技：「あいさつしよう」（文末の頷き　否定の首振り）　理論：「聴覚障害学生支援」
３．実技：「家族について」（指差し表現　代名詞表現　並列関係　理論：「手話通訳者養成の課題」
４．実技：「相手のことを知ろう」（Yes/No 表現　Yes/No 疑問文）　理論：「手話が「言語である」
とは？」
５．実技：「相手のことをもっと知ろう」（WH疑問文　数・名詞の語形変化）　理論：「手話の継承形
態」
６．実技：「デートに誘う…？」（空間を使った文法、CL表現）　理論：「言語と文化①」
７．実技：「友達を紹介しよう」（動詞の種類、文末コピー）　理論：「言語と文化②」
８．実技：「過去の思い出、未来の夢を語り合おう」（テンスとアスペクト）　理論：「ろう文化と『障
害』の相対性」
９．実技：「感情や気持ちを伝えよう」（モダリティ）　理論：「『聴覚障害』の相対性」
10．実技：「旅行の計画を立てよう」（否定表現）　理論：「『聴覚障害』の重層性」
11．　実技：「旅行を楽しもう（前半）」（順接、逆接、条件節）　理論：「文化とパーソナリティ」
12．　実技：「旅行を楽しもう（後半）」（WH分裂文、文末コメント、動詞連続構文、RS表現）　理
論：「文化とアイデンティティ」
13．　総復習
14．　総復習
15．　総復習

❖�授業時間外学修情報
　授業後に実技で学んだ手話表現を復習し、覚える。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
　毎回のリアクションペーパー（20％、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）と試験（理論と実技）（80％、Ａ・Ｂ・Ｃ・
Ｄ）で評価します。

❖�受講条件（履修資格）
　「履修資格」ではありませんが、手話を覚えたいという熱意がある人を歓迎します。
　共同教育学部の学生（宇大生含む）が対象です。情報、医学、保健、理工の学生は、「手話入門：
手話とろう文化」を受講してください。
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手話習得／手話通訳養成

言語としての日本手話ⅠＡ／ⅠＢ

担 当 教 員 中野聡子・金澤貴之・下島恭子

科 目 分 野 【教養教育】人文科学科目群 開講曜日・時限 前期・水３–４
水７–８

授 業 形 式 演習（対面授業） 単 位 数 １

❖�授業の目的
　重度の聴覚障害児・者とのコミュニケーションでは、手話や文字など、音声を介しない視覚的手段
が必要となる。本講義では、日本語とは異なる言語体系を持つ日本手話について、CEFR でＡ１–Ａ
２レベルの言語運用力の習得を目指す。本講義は、「言語としての日本手話ⅠＢ」と連続した演習授
業となっているため、２つの授業を併せて履修することを条件とする。

❖�授業の到達目標
１）日本手話で、CEFR（学習、教授、評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠）でＡ１–A２レベル
の言語運用力を身につける。

CEFR　Ａ１：
　馴染みのある日常的な表現や具体的な要求を満たすための基本的な言い回しを理解し、使うことが
できる。自分や他人を紹介でき、住んでいる場所や知っている人、持っている物などといった個人的
な事柄に関しての詳細を尋ねたり答えたりできる。相手がゆっくりわかりやすく話し、援助してくれ
る場合、簡単なやりとりができる。

CEFR　Ａ２：
　ごく基本的な個人情報や家庭情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係のある領域に関する、よ
く使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換
に応ずることができる。自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な
言葉で説明できる。

２）日本手話の基本語彙750語を習得する。
３）聴覚障害者を始めとする配慮の必要な人々とのコミュニケーションにおける基本姿勢を身につけ
る。
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４）聴覚障害とその支援に関する基礎知識を身につける。

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　○
Ｂ：論理的・創造的思考力　○
Ｃ：コミュニケーション能力　◎
Ｄ：社会的倫理観・国際性　◎
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）

❖�授業概要
　対面による毎回の授業では、手話による言語活動を通じて、日本手話の言語運用能力（文法的能
力、社会言語的能力、談話的能力、方略的能力）を高めていく。このほか、オンデマンド授業とし
て、聴覚障害やその支援に関わる基礎知識を学ぶ。

❖�授業スケジュール
〈対面授業〉
　「言語としての日本手話」のⅠＡとⅠＢを合わせた授業スケジュールである。
　学習進捗状況等に応じて変更することがある。

　第１回　オリエンテーション
　第２回　名前／所属／出身県を伝えよう
　第３回　好きなもの／得意なことを聞こう／伝えよう
　第４回　家族について聞こう／伝えよう
　第５回　日本手話の疑問文
　第６回　私の１日
　第７回　私の将来
　第８回　さまざまな否定表現
　第９回　要求を伝えよう
　第10回　状況を説明しよう
　第11回　ごめんなさい
　第12回　比べよう
　第13回　家の中の整理収納
　第14回　お店や施設の営業情報
　第15回　案内する（１）
　第16回　案内する（２）
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　第17回　買い物をしよう
　第18回　健康に関する情報を伝えよう
　第19回　感染症対策について伝えよう
　第20回　どれにする？
　第21回　短いストーリーを作ろう
　第22回　さそいましょう
　第23回　ろう学校に行って絵本の読み聞かせをしよう（１）
　第24回　ろう学校に行って絵本の読み聞かせをしよう（２）
　第25回　企画しよう（１）
　第26回　企画しよう（２）
　第27回　聾者の有名人を紹介しよう（１）
　第28回　聾者の有名人を紹介しよう（２）
　第29回　私が市長になったら（１）
　第30回　私が市長になったら（２）―タウンミーティング

〈オンデマンド授業〉
　　「言語としての日本手話」の IAと IB を合わせた授業である。SL-LMS で講義動画を視聴したあ
と、事後課題で80点以上とる必要がある。
　１．聴覚障害の基礎知識
　２．聴覚障害の生活

❖�授業時間外学修情報
■「言語としての日本手話ⅠＡ・ⅠＢ」を併せて、毎週宿題がある。
■当該授業日の前日までに、授業資料を提示するので、言語活動で出てきそうな語彙や表現は前もっ
て予習しておくこと。
■対面授業のほかに、オンデマンド授業と事後課題がある。
※資料には動画データを含むため、手話サポーター養成プロジェクト室の SL-LMS「遠隔手話教育シ
ステム」で共有する。使い方はイントロダクションで説明する。
※お知らせや連絡も上記 SL-LMS で行う。担当教員への相談の際も SL-LMS を使用すること。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
■積極的・主体的な学び（授業への出席、宿題の提出回数、積極的な手話表出練習、講師への質問や
話しかけ、他の受講生の手話表出や講師とのやりとりからの学び、自主的な学習等）…70％（Ｂ・Ｃ・Ｄ）
・出席の確認は毎回授業終了後に提出されたリアクションシートで行う。リアクションシートの提出
期限は授業翌日の昼12：00とする。
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・体調等の理由により配慮を求めたい場合は医師の診断書（またはそれと同等の証明書）を提出した
うえで、提示された代替課題に取りくみ提出すること。診断書等及び代替課題の提出がない場合は
欠席扱いとなる。
・宿題の提出回数が３分の２未満の場合は単位が取得できない。
・オンデマンド授業はすべての回について、事後課題で80点以上をとれていなければ単位取得ができ
ない。
■授業におけるタスクや宿題の内容に対する評価（日本手話の言語スキル）…30％（Ａ・Ｃ）
・学期末試験（８月７日）の得点を含む（資料・動画の閲覧不可）。

❖�受講条件（履修資格）
■「言語としての日本手話 IB」も履修すること。
■障がい等の理由により、合理的配慮を必要とする場合は、事前に担当教員までご相談ください。
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手話習得／手話通訳養成

言語としての日本手話ⅡＡ／ⅡＢ

担 当 教 員 中野聡子・金澤貴之・下島恭子

科 目 分 野 【教養教育】人文科学科目群 開講曜日・時限 後期・水３–４
水７–８

授 業 形 式 演習（対面授業） 単 位 数 １

❖�授業の目的
　重度の聴覚障害児・者とのコミュニケーションでは、手話や文字など、音声を介しない視覚的手段
が必要となる。本講義では、日本語とは異なる言語体系を持つ日本手話について、CEFR のＡ２–Ｂ
１レベルの言語運用力の習得を目指す。本講義は、「言語としての日本手話ⅠＡ／ⅠＢ」が履修済み
であることを条件とする。また、「言語としての日本手話ⅡＢ」と連続した演習授業となっているた
め、２つの授業を併せて履修することを条件とする。

❖�授業の到達目標
１）日本手話で、CEFR（学習、教授、評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠）でＡ１–Ａ２レベ
ルの言語運用力を身につける。

CEFR　Ａ２：
　ごく基本的な個人情報や家庭情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係のある領域に関する、よ
く使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換
に応ずることができる。自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な
言葉で説明できる。

CEFR　Ｂ１：
　仕事、学校、職場で普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば主要点を理解
できる。手話で話されるときに起こりそうなたいていの事態に対処することができる。身近で個人的
にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた脈絡のあるテクストを作ることができ
る。経験、出来事、夢、希望、野心を説明し、意見や計画の理由、説明を短く述べることができる。

２）日本手話の基本語彙1,500語を習得する（750語は「言語としての日本手話ⅠＡ／ⅠＢ」で習得済み）。
３）聴覚障害者を始めとする配慮の必要な人々とのコミュニケーションにおける基本姿勢を身につける。
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４）聴覚障害とその支援に関する基礎知識を身につける。

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　○
Ｂ：論理的・創造的思考力　○
Ｃ：コミュニケーション能力　◎
Ｄ：社会的倫理観・国際性　◎
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）

❖�授業概要
　対面による毎回の授業では、手話による言語活動を通じて、日本手話の言語運用能力（文法的能
力、社会言語的能力、談話的能力、方略的能力）を高めていく。このほか、オンデマンド授業とし
て、聴覚障害やその支援に関わる基礎知識を学ぶ。

❖�授業スケジュール
〈対面授業〉
　「言語としての日本手話」のⅡＡとⅡＢを合わせた授業スケジュールである。
　学修進捗状況等に応じて変更することがある。

　第１回　オリエンテーション
　第２回　文末コメント
　第３回　関係節と補文構造
　第４回　空港を案内する
　第５回　無人島に持っていくなら
　第６回　買い物１
　第７回　買い物２
　第８回　津波からの避難１
　第９回　津波からの避難２
　第10回　絵本の読み聞かせをしよう１
　第11回　絵本の読み聞かせをしよう２
　第12回　ストーリーを作ろう１
　第13回　ストーリーを作ろう２
　第14回　障害者の雇用１
　第15回　障害者の雇用２
　第16回　電話リレーサービス１
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　第17回　電話リレーサービス２
　第18回　買い物３
　第19回　クレームの申立て
　第20回　ろう者の職業
　第21回　デフジョークを楽しもう
　第22回　手話語り１
　第23回　手話語り２
　第24回　日本のお雑煮大調査
　第25回　図の説明をしよう
　第26回　病院のアクセシビリティ１
　第27回　病院のアクセシビリティ２
　第28回　聴覚障害者に関する福祉サービス
　第29回　翻訳にチャレンジ１
　第30回　ろう教育

〈オンデマンド授業〉
　　「言語としての日本手話」のⅡＡとⅡＢを合わせた授業である。SL-LMS で講義動画を視聴した
あと、事後課題で80点以上とる必要がある。
　１．障害福祉の基礎
　２．聴覚障害者活動と聴覚障害者福祉制度
　３．ボランティア活動

❖�授業時間外学修情報
■「言語としての日本手話ⅡＡ・ⅡＢ」を併せて、毎週宿題がある。
■当該授業日の前日までに、授業資料を提示するので、言語活動で出てきそうな語彙や表現は前もっ
て予習しておくこと。
■対面授業のほかに、オンデマンド授業と事後課題がある。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
■積極的・主体的な学び（授業への出席、宿題の提出回数、積極的な手話表出練習、講師への質問や
話しかけ、他の受講生の手話表出や講師とのやりとりからの学び、自主的な学習等）…70％（Ｂ・Ｃ・Ｄ）
・出席の確認は毎回授業終了後に提出されたリアクションシートで行う。リアクションシートの提出
期限は授業翌日の昼12：00とする。
・体調等の理由により配慮を求めたい場合は医師の診断書（またはそれと同等の証明書）を提出した
うえで、提示された代替課題に取りくみ提出すること。診断書等及び代替課題の提出がない場合は
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欠席扱いとなる。
・宿題の提出回数が３分の２未満の場合は単位が取得できない。
・オンデマンド授業はすべての回について、事後課題で80点以上をとれていなければ単位取得ができ
ない。
■授業におけるタスクや宿題の内容に対する評価（日本手話の言語スキル）…30％（Ａ・Ｃ）
・学期末試験（２月５日）の得点を含む（資料・動画の閲覧不可）。

❖�受講条件（履修資格）
■「言語としての日本手話 IIB」も履修すること。
■障がい等の理由により、合理的配慮を必要とする場合は、事前に担当教員までご相談ください。
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手話習得／手話通訳養成

日本手話と日本語の違いを学ぶⅠ

担 当 教 員 中野聡子・下島恭子・金澤貴之

科 目 分 野 【共同教育学部】選択科目 開講曜日・時限 前期・集中

授 業 形 式 演習（対面授業） 単 位 数 １

❖�授業の目的
　障害者差別解消法や、各地の地方公共団体で制定されつつある手話言語条例に基づいて、ろう児・
者が、教育や生活全般にわたり手話でアクセスできるようにするための支援人材育成と環境整備が喫
緊の課題となっている。
　本講義では、サマリートレーニングと日本手話による言語活動を通して、教育場面を含む日本手話
の言語スキルとコミュニケーションスキル、手話通訳の基礎スキルを高めることを目的とする。

❖�授業の到達目標
■日本手話で、CEFR（学習、教授、評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠）Ｂ１–Ｂ２レベルの
言語運用力を身につける。

CEFR　Ｂ１：
　仕事、学校、職場で普段出会うような身近な話題について、標準的な話し方であれば主要点を理解
できる。手話で話されるときに起こりそうなたいていの事態に対処することができる。身近で個人的
にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた脈絡のあるテクストを作ることができ
る。経験、出来事、夢、希望、野心を説明し、意見や計画の理由、説明を短く述べることができる。

CEFR　Ｂ２：
　自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の複雑なテクストの主要な内容
を理解できる。お互いに緊張しないで手話母語話者とやりとりができるくらい流暢かつ自然である。
かなり広範な範囲の話題について、明確で詳細なテクストを作ることができ、さまざまな選択肢につ
いて長所や短所を示しながら自己の視点を説明できる。

■「言語としての日本手話ⅠＡ／ⅠＢ・ⅡＡ／ⅡＢ」で習得済みのものを含めて、日本手話の基本語
彙2,250語を習得する。
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■「意味の理論」に基づく起点言語の理解の仕方ができる。
■ろう者の生活や文化を紹介する単独談話や社会全般の話題について、日本手話から日本語、日本語
から日本手話に適切かつわかりやすく翻訳できる。
（厚生労働省手話通訳者養成カリキュラム基本課程修了相当）

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　○
Ｂ：論理的・創造的思考力　△
Ｃ：コミュニケーション能力　◎
Ｆ：子どもの成長・発達と教育方法　○
Ｈ：学校教育に関するさまざまな課題　○
Ｉ：他者との協働　◎
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）

❖�授業概要
　授業では、日本手話のスキルを高める言語活動と「意味の理論」に基づく起点言語理解のためのサ
マリートレーニングを中心に行う。毎週、授業時間外で取りくむ課題を提示する。課題は、手話通訳
の前提となる日本手話と日本語の言語スキルを高める内容となっているため必ず行うこと。

❖�授業スケジュール
　順序や内容は、受講生の目標到達状況に応じて変更することがある。

　第１回　イントロダクション
　第２回　手話スピーチと質疑応答（１）
　第３回　手話スピーチと質疑応答（２）
　第４回　インタビュー活動（１）
　第５回　インタビュー活動（２）
　第６回　サマリートレーニング（日本語→日本語）
　第７回　数字・固有名詞・借用語の通訳
　第８回　サマリートレーニング（手話→手話１）
　第９回　サマリートレーニング（手話→手話２）
　第10回　サマリートレーニング（手話→日本語１）
　第11回　サマリートレーニング（日本語→手話１）
　第12回　サマリートレーニング（手話→日本語２）
　第13回　サマリートレーニング（日本語→手話２）
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　第14回　逐次通訳（手話→日本語）
　第15回　逐次通訳（日本語→手話）

❖�授業時間外学修情報
■毎週、授業時間外で取りくむ課題を提示します。当該課題は、手話通訳の前提となる日本手話と日
本語の言語スキルを高める内容ですので、授業にスムーズについていけるように必ず取りくんでくだ
さい。
■手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）、手話通訳者全国統一試験の合格を目指す場合は、授業
及び宿題をこなすだけでは難しいので、手話の流暢性を高めるために、地域の手話サークルに参加す
る、聴覚障害児の放課後等デイサービス事業（NPO法人きらきら）の活動に参加するなど、積極的
に学外での経験を積んでください。
■手話通訳の資格取得を目指す学生には希望に応じて、授業外の指導を行っています。詳細は主担当
教員までお問い合わせください。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
■出席の確認は毎回授業終了後に提出されたリアクションシートで行います。リアクションシートの
提出期限は授業翌日の昼12：00です。
■積極的・主体的な学び（積極的な手話表出練習、講師への質問や話しかけ、他の受講生の手話表出
や講師とのやりとりからの学び、宿題の提出回数、自主的に行う学習等）…80％　（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ・
Ｈ・Ｉ）
■授業内・外において取りくんだ課題の内容に対する評価…20％　（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ・Ｈ・Ｉ）

❖�受講条件（履修資格）
■「言語としての日本手話」（ⅠＡ／ⅡＢ／ⅡＡ／ⅡＢ）を単位取得済みであること。
■障がい等の理由により、合理的配慮を必要とする場合は、事前に担当教員までご相談ください。
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手話習得／手話通訳養成

日本手話と日本語の違いを学ぶⅡ

担 当 教 員 中野聡子・下島恭子・金澤貴之

科 目 分 野 【共同教育学部】選択科目 開講曜日・時限 後期・集中

授 業 形 式 演習（対面授業） 単 位 数 １

❖�授業の目的
　2016年４月に施行された障害者差別解消法や、各地の地方公共団体で制定されつつある手話言語条
例に基づいて、ろう児・者が、教育や生活全般にわたり手話でアクセスできるようにするための支援
人材育成と環境整備が喫緊の課題となっている。
　本講義では、日本手話から日本語、日本語から日本手話への逐次通訳演習と日本手話による言語活
動を通して、教育場面を含む日本手話の言語スキルとコミュニケーションスキル及び通訳スキルの基
礎を高めることを目的とする。

❖�授業の到達目標
■日本手話で、CEFR（学習、教授、評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠）Ｂ２–C１レベルの言
語運用力を身につける。

CEFR　Ｂ２：
　自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の複雑なテクストの主要な内容
を理解できる。お互いに緊張しないで手話母語話者とやりとりができるくらい流暢かつ自然である。
かなり広範な範囲の話題について、明確で詳細なテクストを作ることができ、さまざまな選択肢につ
いて長所や短所を示しながら自己の視点を説明できる。

CEFR　Ｃ１：
　いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ、含意を把握できる。言
葉を探しているという印象を与えずに、流暢かつ自然に自己表現ができる。社会的、学問的、職業上
の目的に応じた、柔軟で効果的な言葉遣いができる。複雑な話題について、接続表現や結束表現を用
いながら、しっかりした構成を持つ明確かつ詳細なテクストを作ることができる。

■「言語としての日本手話ⅠＡ／ⅠＢ・ⅡＡ／ⅡＢ」「日本手話と日本語の違いを学ぶⅠ」で習得済
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みのものを含めて、日本手話の基本語彙3,000語を習得する。
■ろう者の日常生活及び社会全般に関わるテーマの単独談話及び会話について、日本話から日本語、
日本語から日本手話に逐次通訳ができる（厚生労働省手話通訳者養成カリキュラム応用課程修了相
当）。
■教育を中心に、福祉・医療・就労等の場面における談話の通訳に必要な知識（ろう児・者がよく利
用する教育・福祉サービスの制度と内容、サービス利用に関わる諸問題など）を身につける。
■ろう児・者へのコミュニケーション支援としての手段、人と人のコミュニケーションを通訳でつな
ぐ手段であることを意識した手話の使い方ができる。

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　○
Ｂ：論理的・創造的思考力　△
Ｃ：コミュニケーション能力　◎
Ｆ：子どもの成長・発達と教育方法　○
Ｈ：学校教育に関するさまざまな課題　○
Ｉ：他者との協働　◎
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）

❖�授業概要
　授業では逐次通訳トレーニングと日本手話による言語活動を行う。毎週、授業時間外で取りくむ課
題を提示する。課題は、手話通訳の前提となる日本手話と日本語の言語スキルを高める内容となって
いるため必ず行うこと。

❖�授業スケジュール
　順序や内容は、受講生の学習到達状況に応じて変更することがあります。

　第１回　イントロダクション
　第２回　サイト・トランスレーション _読みとり通訳（１）
　第３回　サイト・トランスレーション _読みとり通訳（２）
　第４回　サイト・トランスレーション _聞きとり通訳（１）
　第５回　サイト・トランスレーション _聞きとり通訳（２）
　第６回　サイト・トランスレーション _聞きとり通訳（３）
　第７回　講義「ろうあ運動と手話通訳制度」
　第８回　メディエーション（１）
　第９回　メディエーション（２）
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　第10回　逐次通訳 _会話通訳（１）
　第11回　逐次通訳 _会話通訳（２）
　第12回　逐次通訳 _読みとり通訳（１）
　第13回　逐次通訳 _読みとり通訳（２）
　第14回　逐次通訳 _聞きとり通訳（１）
　第15回　逐次通訳 _聞きとり通訳（２）

❖�授業時間外学修情報
■毎週、授業時間外で取りくむ課題を提示します。当該課題は、手話通訳の前提となる日本手話と日
本語の言語スキルを高める内容ですので、授業にスムーズについていけるように必ず取りくんでくだ
さい。
■手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）、手話通訳者全国統一試験の合格を目指す場合は、授業
及び宿題をこなすだけでは難しいので、手話の流暢性を高めるために、地域の手話サークルに参加す
る、聴覚障害児の放課後等デイサービス事業（NPO法人きらきら）の活動に参加するなど、積極的
に学外での経験を積んでください。
■手話通訳の資格取得を目指す学生には希望に応じて、授業外の指導を行っています。詳細は主担当
教員までお問い合わせください。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
■出席の確認は毎回授業終了後に提出されたリアクションシートで行います。リアクションシートの
提出期限は授業翌日の昼12：00です。
■積極的・主体的な学び（積極的な手話表出練習、講師への質問や話しかけ、他の受講生の手話表出
や講師とのやりとりからの学び、宿題の提出回数、自主的に行う学習等）…80％　（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ・
Ｈ・Ｉ）
■授業内・外において取りくんだ課題の内容に対する評価…20％　（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ・Ｈ・Ｉ）
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手話習得／手話通訳養成

日本手話と日本語の違いを学ぶⅢ

担 当 教 員 中野聡子・下島恭子・金澤貴之

科 目 分 野 【共同教育学部】選択科目 開講曜日・時限 前期・火５–６

授 業 形 式 演習・実習（対面授業）、フィールド学習 単 位 数 １

❖�授業の目的
　2016年４月に施行された障害者差別解消法や、各地の地方公共団体で制定されつつある手話言語条
例に基づいて、ろう児・者が、教育や生活全般にわたり手話でアクセスできるようにするための支援
人材育成と環境整備が喫緊の課題となっている。
　本講義では、日本手話から日本語、日本語から日本手話への通訳実践演習を通して、日本手話の言
語スキルとコミュニケーションスキル、及び手話通訳スキルを高めることを目的とする。

❖�授業の到達目標
■日本手話で、CEFR（学習、教授、評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠）Ｃ１レベルの言語運
用力を身につける。

CEFR　Ｃ１：
　いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ、含意を把握できる。言
葉を探しているという印象を与えずに、流暢かつ自然に自己表現ができる。社会的、学問的、職業上
の目的に応じた、柔軟で効果的な言葉遣いができる。複雑な話題について、接続表現や結束表現を用
いながら、しっかりした構成を持つ明確かつ詳細なテクストを作ることができる。

■日本手話から日本語、日本語から日本手話への通訳において、情報を正確に伝えるための構文選択
や文法使用、言語・文化特性を考慮したわかりやすい表現方法を考えることができる。
■「言語としての日本手話ⅠＡ／ⅠＢ／ⅡＡ／ⅡＢ」、「日本手話と日本語の違いを学ぶⅠ・Ⅱ」で習
得済みのものを含めて、日本手話の基本語彙3,500語を習得する。
■ろう児・者の教育を含む社会生活全般に関わる場面の談話について、日本手話から日本語、日本語
から日本手話に同時通訳ができる。
■談話の参加者が通訳を介して円滑にコミュニケーションをとることができるように、場面状況に応
じた適切な判断を行うことができる。

33



（厚生労働省手話通訳者養成カリキュラム実践課程修了相当）

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　○
Ｂ：論理的・創造的思考力　△
Ｃ：コミュニケーション能力　◎
Ｆ：子どもの成長・発達と教育方法　○
Ｈ：学校教育に関するさまざまな課題　○
Ｉ：他者との協働　◎
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）

❖�授業概要
■「手話通訳者全国統一試験」「手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）」の過去問を中心に選定し
た素材を用いて、同時通訳による演習を行う。
■言語通訳：学術分野の場面（大学の講義等）や専門知識を必要とする場面（医療・福祉場面や美術
館・博物館等の公共機関のアナウンス等）を模擬的に作り、通訳演習を行う。ペアでの通訳フォロー
の方法、事前準備の方法を習得し、等価な情報の変換を担う通訳について学ぶ。
■コミュニティ通訳：通訳を介したコミュニケーション場面を想定したロールプレイ・事例検討を通
して、通訳者・ろう者・聴者の３者のそれぞれが異なる立場・受け止め方をしていることを理解した
上で、円滑な人間関係を築くための構成員としての通訳のあり方について学ぶ。
■DC-S（デマンド・コントロール・スキーマ）を十分に理解し、通訳現場で起きうるさまざまな事
象に対して職業倫理に基づく適切な判断・対応・行動を取るための基礎を身につける。

❖�授業スケジュール
　順序や内容は、受講生の学習到達状況、ゲスト講師の都合に応じて変更することがあります。
・第４回～第９回の読みとり通訳は集中で実施します（５月25日、６月22日）。
・第14・15回の実習（３）は、７月末～８月初旬の土曜日に１回、原美術館で行います。

　第１回　同時通訳演習：聞きとり通訳（１）
　第２回　同時通訳演習：聞きとり通訳（２）
　第３回　同時通訳演習：聞きとり通訳（３）
　第４回　同時通訳演習：読みとり通訳（１）
　第５回　同時通訳演習：読みとり通訳（２）
　第６回　同時通訳演習：読みとり通訳（３）
　第７回　同時通訳演習：読みとり通訳（４）
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　第８回　同時通訳演習：読みとり通訳（５）
　第９回　同時通訳演習：読みとり通訳（６）
　第10回　デマンド・コントロール・スキーマ（１）
　第11回　デマンド・コントロール・スキーマ（２）
　第12回　実習（１）
　第13回　実習（２）
　第14・15回　実習（３）　原美術館ARC

❖�授業時間外学修情報
■授業の内容に応じて、授業時間外で取りくむ課題を提示することもあります。当該課題は、次週の
授業で行う翻訳・通訳演習でのポイントを深く理解し、スムーズに訳出を行えるようにするための準
備作業となります。
■手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）、手話通訳者全国統一試験の合格を目指す場合は、授業
及び宿題をこなすだけでは難しいので、手話の流暢性を高めるために、地域の手話サークルに参加す
る、聴覚障害児の放課後等デイサービス事業（NPO法人きらきら）の活動に参加するなど、積極的
に学外での経験を積んでください。
■手話通訳の資格取得を目指す学生には希望に応じて、授業外の指導を行っています。詳細は主担当
教員までお問い合わせください。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
【授業には３分の２以上の出席を必要とする】
■授業への積極的参加（積極的な手話表出練習、講師への質問や話しかけ、他の受講生の手話表出や
講師とのやりとりからの学び、授業時間外における講師への質問等）…80％　（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ・Ｈ・Ｉ）
■授業内・外において提出した課題の評価…20％　（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ・Ｈ・Ｉ）
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日本手話スキルの活用

聴覚障害教育演習Ｃ／聾重複障害児の教育概論

担 当 教 員 大鹿綾・金澤貴之

科 目 分 野
【共同教育学部】特別支援教育分野
【特別支援教育特別専攻科】重複障害
教育専攻

開講曜日・時限 後期・集中

授 業 形 式 講義・演習 単 位 数 １（学部）２（専攻科）

❖�授業の目的
　聴覚と他の障害を併せ有する重複障害児（いわゆる「ろう重複児」）への適切な教育的対応ができ
るようになるために、ろう重複児者の就学前から卒業後の課題までを総合的に理解をし、かつ、コ
ミュニケーション方法についての実践的なスキルを習得する。

❖�授業の到達目標
■ろう重複児者を取り巻くさまざまな教育・福祉的な課題を総合的に理解する。
■さまざまなろう重複児者とコミュニケーションをとるための基本的なスキルを習得する。

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　◎
Ｂ：論理的・創造的思考力　　　　　　　◎
Ｃ：コミュニケーション能力　　　　　　〇
Ｄ：社会的倫理観・国際性　　　　　　　○
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）

❖�授業概要
　ろう重複児者の就学前、学齢期、卒業後の諸課題について、講義形式で概説的な知識を得た上で、
演習形式で課題発表を行う。また、コミュニケーション技法については、ワークショップ形式で実践
力を高める。

❖�授業スケジュール
　第１回　「聾重複」をめぐる諸課題
　第２回　聾重複障害児の学びにおける教育課程上の課題
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　第３回　就学・学びをめぐる課題
　第４回　聾重複障害者の生活・就労支援
　第５回　聾重複障害児者のコミュニケーション支援（ワークショップ）
　第６回　卒業後の生涯学習支援
　第７回　聴覚障害と発達障害を併せ有する児童生徒の理解
　第８回　聴覚障害と発達障害を併せ有する児童生徒の支援①
　第９回　聴覚障害と発達障害を併せ有する児童生徒の支援②
　第10回　ろう重複障害児のコミュニケーション支援②
　第11回　ろう重複障害児のコミュニケーション支援③
　第12回　課題発表①
　第13回　課題発表②
　第14回　課題発表を踏まえた討論
　第15回　まとめ

❖�授業時間外学修情報
　授業時間15時間をもって１単位とする（自習時間30時間）。
　臨床活動の見学も推奨する。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
　授業への参加態度、ミニレポート、中間レポートを評価する（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）。また、期末試験
を実施する（Ａ・Ｂ）。
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日本手話スキルの活用

聴覚障害教育演習Ｄ／盲ろう児者支援技術演習Ⅰ

担 当 教 員 前田晃秀・二神麗子・金澤貴之

科 目 分 野
【共同教育学部】特別支援教育分野
【特別支援教育特別専攻科　重複障害
教育専攻】

開講曜日・時限 前期・集中

授 業 形 式 講義・演習、盲ろう者とのコミュニ
ケーションの実践 単 位 数 １

❖�授業の目的
　コミュニケーションを中心とした盲ろう者への支援について、その基本的な知識と基礎的な技術の
習得を目指す。

❖�授業の到達目標
　盲ろう者が抱える困難とニーズを説明できる。
　盲ろう者のコミュニケーション手段を説明できる。
　平易な内容について、盲ろう者とコミュニケーションを取ることができる。
　盲ろう者への移動支援を実践できる。

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　◎
Ｂ：論理的・創造的思考力　○
Ｃ：コミュニケーション能力　◎
Ｄ：社会的倫理観・国際性　△
Ｅ：学校教育・教職の基礎理論と知識　△
Ｆ：子どもの成長・発達と教育方法　△
Ｇ：教科・教育課程に関する知識と技能　△
Ｈ：学校教育に関するさまざまな課題　△
Ｉ：他者との協働　○
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）
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❖�授業概要
　盲ろう者支援の実務経験のある教員により、具体的な支援方法をイメージできるよう、演習を主体
にした授業を行う。
　盲ろう者が抱える困難や盲ろう者の支援の特徴を理解し、盲ろう者が用いる各種コミュニケーショ
ン手段の基礎を身につける。

❖�授業スケジュール
１：盲ろう者概論（講義）
２：盲ろう疑似体験（講義・演習）
３–４：点字・指点字①（講義）
５：手書き文字（講義・演習）
６：点字・指点字②（講義・演習）
７：視覚障害の理解（講義・演習）
８：先天性盲ろう児の教育と支援（講義）
９：盲ろう者の日常生活とニーズ（講義）
10：触手話①（講義）
11：触手話②（演習）
12：点字・指点字④（演習）
13–14：基本移動介助①（講義・演習）
15：盲ろう者福祉制度概論（講義）

❖�授業時間外学修情報
　授業時間外の学習課題を課す。
　毎回の授業に60分の予習と復習が必要である。
　予習・復習に相当する課題を翌週の授業日までに提出すること。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
　授業時間外の学習課題（40点）（Ｃ）
　リアクション・ペーパー（45点）（Ａ・Ｂ・Ｃ）
　指点字の習熟度（15点）（Ａ・Ｃ・Ｉ）

【簡易ルーブリック】
（授業時間外の学習課題）
◎実施状況（２点 ×10回）
　すべて実施している（２点）＞一部のみ実施している（１点）＞まったく実施していない（０点）
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◎提出状況（１回２点）
　提出期限を守っている（２点）＞提出期限に遅れている（１点）＞提出していない（０点）

（リアクション・ペーパー）
◎記載内容（１回15点）
　深い考察ができている（15点）＞考察ができている（10点）＞考察が浅い（５点）＞考察が的外れ
である（０点）

（指点字の習熟度）
◎指点字の習得
　常に一覧表を見ることなしに発信できる（10点）＞ときおり一覧表を見ることで発信できる（５
点）＞常に一覧表を見なければ発信できない（０点）
◎指点字の正確性
　常に正確に発信できる（５点）＞ときおり発信に間違いが生じる（３点）＞いつも間違いが生じる
（０点）
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日本手話スキルの活用

聴覚障害教育演習Ｅ／盲ろう児者支援技術演習Ⅱ

担 当 教 員 前田晃秀・二神麗子・金澤貴之

科 目 分 野
【共同教育学部】特別支援教育分野
【特別支援教育特別専攻科】重複障害
教育専攻

開講曜日・時限 後期・集中

授 業 形 式 講義、演習
外出実習での盲ろう者への支援の実践 単 位 数 １

❖�授業の目的
　コミュニケーションを中心とした盲ろう者への支援について、その基本的な知識と基礎的な技術の
習得を目指す。

❖�授業の到達目標
　盲ろう者が抱える困難とニーズを説明できる。
　盲ろう者のコミュニケーション手段を説明できる。
　平易な内容について、盲ろう者とコミュニケーションを取ることができる。
　盲ろう者への移動支援を実践できる。

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　◎
Ｂ：論理的・創造的思考力　○
Ｃ：コミュニケーション能力　◎
Ｄ：社会的倫理観・国際性　△
Ｅ：学校教育・教職の基礎理論と知識　△
Ｆ：子どもの成長・発達と教育方法　△
Ｇ：教科・教育課程に関する知識と技能　△
Ｈ：学校教育に関するさまざまな課題　△
Ｉ：他者との協働　○
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）
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❖�授業概要
　盲ろう者支援の実務経験のある教員により、具体的な支援方法をイメージできるよう、演習を主体
にした授業を行う。
　盲ろう者が抱える困難や盲ろう者の支援の特徴を理解し、盲ろう者の支援技術の基礎を身につける。

❖�授業スケジュール
１–２：盲ろう通訳技術の基本（講義・演習）
３：盲ろう通訳技術の実際（講義・演習）
４–５：基本移動介助②（講義・演習）
６：通訳・介助員の心構えと倫理（講義）
７–９：通訳・介助実習①（演習）
10–11：通訳・介助員のあり方（演習）
12–14：通訳・介助実習②（演習）
15：通訳・介助員派遣事業と通訳・介助員の業務（講義）

❖�授業時間外学修情報
　授業時間外の学習課題を課す。
　毎回の授業に60分の予習と復習が必要である。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
　盲ろう者への支援技術の習熟度（50点）（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｉ）
　レポート（50点）（Ａ・Ｂ・Ｃ）

【簡易ルーブリック】
（盲ろう者への支援技術の習熟度）
　高度な実践がすべての場面でできている（50点）＞基本的な実践がすべての場面でできている（40
点）＞基本的な実践が多くの場面でできている（30点）＞基本的な実践が半分程度の場面でできてい
る（20点）>基本的な実践が多くの場面でできていない（10点）＞基本的な実践が全くできていない
（０点）

（レポート）
　深い考察ができている（50点）＞考察ができている（30点）＞考察が浅い（20点）＞考察が的外れ
である（10点）>提出していない（０点）
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聴覚特別支援学校教員養成

聴覚障害児の心理特論／聴覚障害児の心理概論

担 当 教 員 金澤貴之・中野聡子

科 目 分 野
【共同教育学部】特別支援教育分野
【特別支援教育特別専攻科	重複障害
教育専攻】特別支援教育科目（一種免
許状取得）

開講曜日・時限 後期・木７–８

授 業 形 式 講義（対面、宇都宮大学とは遠隔） 単 位 数 ２

❖�授業の目的
　聴覚障害児の心理的発達に関する基礎的知識を学び、また障害と社会（環境）の相互作用の観点か
ら、聴覚障害児・者の発達や社会における生きづらさについて理解を深める。

❖�授業の到達目標
■聴覚障害児及び聴覚障害重複児の心理発達に関する基本的な知見を理解する。
■ヒトの発達におけるさまざまな観点に立って、聴覚障害児／聴覚障害重複児の発達におけるアセス
メントを行うための基礎を身につける。

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　○
Ｂ：論理的・創造的思考力　○
Ｃ：コミュニケーション能力　○
Ｄ：社会的倫理観・国際性　－
Ｅ：学校教育・教職の基礎理論と知識　－
Ｆ：子どもの成長・発達と教育方法　◎
Ｇ：教科・教育課程に関する知識と技能　－
Ｈ：学校教育に関するさまざまな課題　－
Ｉ：他者との協働　○
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）
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❖�授業概要
　聴覚障害児／聴覚障害重複児の心理的発達について、配布する資料や参考文献を用いて講義を行う。

❖�授業スケジュール
１．聴覚の生理と機能
２．認知発達と学習（１）
３．認知発達と学習（２）
４．認知発達と学習（３）
５．言語発達（１）音声言語
６．言語発達（２）手話言語
７．言語発達（３）家庭で始まる学習
８．教科学習の基礎：リテラシー
９．教科学習と指導
10．社会性・情緒の発達
11．ろう文化とアイデンティティ形成
12．聴覚障害児者のメンタルヘルス
13．発達・心理アセスメント
14．聴覚障害重複児の発達（１）発達の様相とアセスメント
15．聴覚障害重複児の発達（２）指導法

❖�授業時間外学修情報
　授業資料を前日までに LMSにアップするので、必ず目を通しておくこと。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
【授業には３分の２以上の出席を必要とする】
■出席の確認は毎回授業終了後に提出されたリアクションシートで行います。リアクションシートの
提出期限は授業翌日の昼12：00です。
■学期末試験：100％（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ・Ｉ）
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日本手話スキルの活用

SDGs 総合演習：日本手話を活用した聴覚障害児者支援の実践

担 当 教 員 中野聡子・二神麗子

科 目 分 野 【共同教育学部】forefront 科目 開講曜日・時限 前期・集中

授 業 形 式 演習（対面授業） 単 位 数 ２

❖�授業の目的
　聴覚障害児の豊かな言語をはぐくむ指導では、目的や内容に応じた言語やモードの使い分けや組み
合わせと、聴覚障害児が深いレベルで理解できる伝え方や表現が重要な鍵となる。本講義では、教育
／コミュニケーション支援場面において、聴覚障害児・者の年齢や認知・言語発達段階、言語運用
力、社会言語文化的背景を考慮した日本手話使用の実践力を磨く。

❖�授業の到達目標
■指導目的・内容に適した日本手話、手指日本語、口話、音声、視覚資料の選択及び組み合わせがで
きる。
■概念や要点を正確かつわかりやすく伝える手話表現ができる。
■年齢や認知・言語発達段階、言語運用力を考慮した手話表現を考えることができる。
■日本手話と日本語の言語特性の違いや社会言語文化的背景の違いを考慮した手話表現とコミュニ
ケーションができる。

❖�ディプロマポリシーとの関連（評価の観点）
Ａ：諸科学についての基礎的知識と理解　－
Ｂ：論理的・創造的思考力　　　　　　　◯
Ｃ：コミュニケーション能力　　　　　　◎
Ｄ：社会的倫理観・国際性　　　　　　　－
Ｅ：学校教育・教職の基礎理論と知識　　－
Ｆ：子どもの成長・発達と教育方法　　　◯
Ｇ：教科・教育課程に関する知識と技能　◎
Ｈ：学校教育に関するさまざまな課題　　◯
Ｉ：他者との協働　　　　　　　　　　　－
（◎：特に重視する　○：重視する　△：評価対象　―：評価対象としない）
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❖�授業概要
　授業スケジュールに従って、各回の授業で提示された課題について、手話表現の検討、模擬授業、
手話通訳、ケース検討等を行う。当該分野における専門知識をもつ外部講師が授業を担当することも
ある。

❖�授業スケジュール
■順序や内容は変更となることがある。

（５月18日：２-５時限）
１．日本手話を教育・支援で活用することの意義
２．日本手話を活用したろう学校小学部の理科授業
３．日本手話を活用したろう学校小学部の算数授業
４．自立活動における手話の活用

（５月25日：１-５時限）
５．日本手話を活用したろう学校小学部の国語授業
６．デマンド・コントロール・スキーマに基づいた対話型作業分析（１）
７．聴覚障害児者の教育・支援におけるソーシャルワーク（１）
８．聴覚障害児者の教育・支援におけるソーシャルワーク（２）
９．聴覚障害児者の教育・支援におけるソーシャルワーク（３）

（６月８日：２-４時限）
10．手話による絵本の読み聞かせ（１）
11．手話による絵本の読み聞かせ（２）
12．手話による絵本の読み聞かせ（３）

（６月９日：２-４時限）
13．言語・文化の違いをふまえた手話通訳（１）
14．言語・文化の違いをふまえた手話通訳（２）
15．デマンド・コントロール・スキーマに基づいた対話型作業分析

❖�授業時間外学修情報
■授業時間外で取りくむ課題を提示することがあります。
■手話通訳の資格取得を目指す学生には希望に応じて、授業外の指導を行っています。詳細は主担当
教員までお問い合わせください。
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■聴覚障害児・者（ろう重複児・者を含む）とのコミュニケーションを持てるボランティアやイベン
ト等への積極的な参加を推奨します。

❖�成績評価基準（授業評価方法）及び関連するディプロマポリシー
■出席の確認は毎回授業終了後に提出されたリアクションシートで行います。リアクションシートの
提出期限は授業翌日の昼12：00です。
■授業への積極的参加（積極的な質問や発言、他の受講生の発表や講師とのやりとりからの学び、授
業時間外における講師への質問、課題の提出回数、自主的な学習等）…80％（Ｃ・Ｆ・Ｈ）
■授業内における課題の内容における評価…20％（Ｂ・Ｃ・Ｆ・Ｇ・Ｈ）
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２）社会人を対象とした日本手話・手話通訳・ろう教育の授業の全国的展開

⑴　日本手話実践力育成プログラム（履修証明プログラム）

　2023年度から、日本手話・手話通訳教育の全国展開として、日本手話実践力育成プログラム（履
修証明プログラム）を開始した。本プログラムは、学校教育法の規定に基づき、大学の特別の課程と
して、社会人等を対象に教育を実施する履修証明制度を活用している。履修証明プログラムとして、
厚生労働省の手話奉仕員・手話通訳者養成カリキュラムを実施するのは、全国で初めてのケースとな
る。本プログラムは、群馬県教育委員会を協力機関とする形で、文部科学省職業実践力育成プログラ
ム（BP）の認定を受けたことで、全国で唯一、文部科学省の制度に基づく手話教育のプログラムと
なっている。さらに、受講者の費用負担の軽減を図るべく、ベーシックコースについては厚生労働省
が定める教育訓練給付制度「専門実践教育訓練」の指定講座の認定も受けている。
　本プログラムでは、正課の授業として実施している、「言語としての日本手話ⅠA／Ⅰ B／ⅡA
／Ⅱ B」「日本手話と日本語の違いを学ぶⅠ／Ⅱ／Ⅲ」の７つの授業をもとにしており、厚生労働省
の手話奉仕員・手話通訳者養成カリキュラムに準じている。手話奉仕員の資格が取得できるベーシッ
クコースは120時間のオンライン演習授業と10時間のオンデマンド授業、手話通訳者全国統一試験の
受験資格が得られるアドバンスコースは90時間のオンライン授業と30時間のオンデマンド授業で構
成されている。
　2024年度は、ベーシックコース39名（定員30名）、アドバンスコース１年次生11名（定員10名）、
２年次生10名（定員10名）を受け入れた。そして初のアドバンスコース修了生10名を輩出すること
ができた。これにより、全国で初めて、厚生労働省の手話通訳者養成カリキュラムに沿った養成講座
を、居住する自治体に縛られない形で修了するというプログラムの修了者が誕生したことになる。
　受講生の居住地は、北海道から沖縄まで全国に点在している。ベーシックコースでは、特別支援学
校の教員、医療職、心理職、福祉職、手話通訳学習者、ろう児を持つ親など、受講者の背景と動機は
さまざまである。アドバンスコースについても同様にさまざまな専門職に就く者を中心としつつ、そ
れぞれの専門職の中で手話通訳の資格取得及びそれ相当のスキル習得を目指している。
　手話サポーター養成プロジェクト室独自の学習システムである SL-LMSを利用して、課題の提出や
予習・復習がしやすく、授業に参加するための準備が大変ではあるものの、授業でのグループワーク
の楽しさや講師の丁寧なサポートもあって、学びに対する満足度は全般的に高かった。
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講座名 受講者（人） 修了者（人）

ベーシックコース 39 36

アドバンスコース１年次 11 11

アドバンスコース２年次 10 10（最終課程修了）

【修了生の声】
〈ベーシックコース〉
■先生方、１年間ご指導いただき、本当にありがとうございました。先日、職場のろう学校で、ろう
者の同僚から「この１年でずいぶん手話表現が変わったね！	日本手話を勉強しているのがわかる
よ！	とてもいいよ！」と声をかけられました。（授業で）生徒に文章の内容を説明するときには、
特にCLや RS といった描写性の高い表現の幅が広がったことで、しっかり伝えられたという手応
えを感じることが増えました。「日本手話は日本語とは異なる独自の文法があり……」というフ
レーズはよく聞くのですが、それがどういったものであるのかを学ぶことのできる機会は、それほ
ど多くはないように思います。この授業の講義や演習、課題を通して、日本手話の文法やさまざま
な表現について体系的に学ぶことができ、「日本語とは異なる言語としての日本手話」の形がよう
やく見えてきて、霧が晴れたような気持ちです。先生方から直接丁寧にご指導いただけて、しかも
これほどまでに洗練されたカリキュラムが用意されており、それを仕事をしながら続けられるとい
うのは、本当にありがたいです。唯一無二だと思います。先生方から教えていただいたことを糧
に、「日本手話が話せます」と自信を持って言えるくらいになれるよう、これからも勉強を続けて
いくつもりです。

■このコースを通して、手話に対する理解が飛躍的に深まりました。これまで「なんとなく」で捉え
ていた部分について、理論に基づいて要素を分解して考えることができるようになり、手話の読み
とりが以前よりもスムーズになったと感じています。知識だけでなく、実践を通じてその応用力も
身につけられたことに感謝しています。
　特に後半は表出の練習に重点が置かれ、自分で考え、表現する力を養う機会が増えました。このよ
うな実践的な学びは非常に有益でした。積極的に取り組むことで個別のフィードバックを受けられ
る機会が増え、モチベーションを維持しやすい仕組みが整えられていたと感じました。
　また、このコースを通じて学んだ内容として、話題化の眉あげ、疑問詞における非手指標識（WH
と単純疑問文の区別）、CL（Classifier）、動詞表現の使い方などが特に印象に残っています。これ
らを実際に練習しながら学べたことは大変貴重でした。なかなか身体化されづらい部分なので繰り
返し意識的に復習したいと思います。
　質の高いコンテンツや授業の進行、そして毎回の質問や意見に対して丁寧に対応してくださる先生
方の姿勢には深く感銘を受けました。安心して学びを進めることができ、非常に満足度の高い学び
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の時間を過ごすことができました。
　さらに、コース全体のデザインやクラスでの活動の組み立てが非常に洗練されており、受講生が学
びやすい環境が用意されていたことにも感謝しています。同じ目的を持つ仲間たちと共に学べる場
所が提供されていること自体がありがたく、このような環境に参加できたことを幸運に思います。
　このような貴重な学びの場を提供してくださった先生方に心から感謝申し上げます。今回得た知識
と経験を今後に生かし、さらに深く学びを追求していきたいと思います。本当にありがとうござい
ました。

■地域の手話奉仕員の講座を修了後に、このベーシックコースを受講しましたが、一つ一つ丁寧に教
えていただけたことは何よりの財産です。
　否定表現の使い分け、マウジング、話題化、受け身、使役、命令、依頼方法……他にもたくさん初
めて知ることばかりでした。最初は今まで学んだ手話との違いに驚きの連続でしたが、日常場面で
使いやすい内容で手話を学ぶことができたこと、いつも丁寧に解説いただき具体例もたくさん挙げ
ていただけたことで、とても勉強になりました。
　先日、地域の手話サークルに参加した際、ろう者が「あなたの応答の仕方や手話の表現はろう者が
使う手話みたいだね。手話はこれからもずっと続けてね。」と言ってくれました。毎週の授業のお
かげです。
　まだまだ自分にはたくさんの課題がありますが、一つずつできることを増やしていけるように、そ
して「ろう者が使う手話みたい」から「ろう者の手話そのもの」に少しでも近づいていけるよう
に、今後も学習に励みます。

〈アドバンスコース〉
■これまでの人生の中で一番勉強したのではないかと思うくらい、濃密な１年半でした。遠隔での手
話通訳演習なので、OBS など機材のセッティングや操作に苦労したり、受講生それぞれに仕事を
持ちながらも夜遅くまで Zoomで打ち合わせをしたりと大変でしたが、画面の向こうの受講生た
ちと結束しながら、手話通訳のスキルを学んでいくことができました。
　ろう者の先生の授業では、先生方の手話表現を少しでも取り入れたいと凝視して学びました。手話
通訳士の資格をもつ先生の授業では、「先生にもそんなときがあったんだ」と資格取得までの道の
りを聞いて励まされ、毎回楽しくあっというまの１時間半でした。
　これからもがんばって手話通訳の勉強を続けていきたいと思います。

■言語や通訳のことについて専門的な理論を学びながら、難しい通訳課題にチャレンジしていく授業
で、どの回の授業も深く印象に残っています。
　LMSでは、授業の録画も繰り返し見ることができるので、理解を深めたり復習をするのにとても
役立ちました。受講生同士での共同作業も忘れられない体験でした。
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　特に印象深く残っているのは、メディエーション（仲介）の授業です。ただ言語を変換するだけで
なく、対象者が概念を理解できるように仲介したり、対象者同士の間で考えを深めていくためのや
りとりを仲介していくことも、言語を介する行為であり、ろう学校の教師にとって必須のスキルだ
と改めて感じました。
　手話通訳スキルはまだまだですが、１年半の授業で学んだことを糧に手話通訳者統一試験の合格を
目指してがんばっていきたいと思います。

■アドバンスコースを修了したその年に手話通訳者全国統一試験に合格することができました！
　群馬大学の日本手話実践力育成プログラムで、日本手話の文法を学び、手話通訳の訓練を受けたこ
とは、統一試験の実技での高得点につながったように思います。
　また、ゆくゆくはろう学校に異動して、身につけた日本手話のスキルを活かしたいと思っておりま
す。自分ができることにいろいろとチャレンジしていきたいと思っております。

■アドバンスコースを修了したその年に、手話通訳者全国統一試験に合格することができました。先
生方に励ましの言葉をいただき、また授業のなかでほめていただいた言葉を支えに試験にのぞむこ
とができました。授業は専門的で、難しい通訳課題もたくさんありましたが、どれも深く印象に
残っています。授業の記録録画は繰り返し見ることができるので、理解と復習に大変役立ちまし
た。受講生同士での共同作業も忘れられない体験です。これからは手話通訳者としてのキャリアも
広げていきたいと思います。
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○日本手話実践力育成プログラムのフライヤー
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⑵　群馬大学公開講座

　2023年度からオンデマンド中心に切り替えた方向性を継承しつつ、2024年度は受講者のアンケート
をふまえて、「日本手話の文法を学ぶ」を２講座に分けて時間をかけて受講できるようにしたり、手
話通訳者向けの新規講座を開設したりした。また、インターネットや SNSを活用して、公開講座を
広く紹介した。
　「日本手話の文法を学ぶ」（１）（２）は合わせて約800名の受講者となり、手話関連公開講座全体の
中でも圧倒的な人気となっているあたり、体系的な手話学習に関するニーズがあり、それに応えられ
る社会資源が乏しい現状と、本学が発信する手話教育コンテンツへの期待がうかがえた。

講　　　座　　　名 開　講　期　間 受講者（人）

手
　
　
　
話

手話とろう文化
オンライン ５月９日（木）～７月４日（木）

毎週木曜日　計９日間 104

オンデマンド ９月２日（月）～３月17日（月） 241

日本手話の文法を学ぶ（１）

６月３日（月）～３月17日（月）

492

日本手話の文法を学ぶ（２） 304

手
話
通
訳
の

た
め
の
知
識

手話通訳者のための障害者福祉論 34

手話通訳者のためのソーシャルワーク論 41

遠隔時代の手話通訳 33

ろ
う
教
育

聴覚障害児の理解 28

聴覚障害児の教育課程・指導法 22

ろう重複障害児・者の教育と支援 19
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○2024年度公開講座のフライヤー
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● ● ●
オンライン授業で学ぶ手話とろう文化

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　聴覚に障害のある人たちの中には、日本手話という独自の言語を身につけ、独自の文化を築き
上げている「ろう者」と呼ばれる人たちがいます。本講義では、聴者教員とろう者教員のペア授
業により、手話の基本的な文法や用法と、「ろう文化」について、初心者向けに解説します。「ろ
う文化」については、なぜ言語が異なると文化も異なってくるのかといった本質にも踏み込んで
いきます。手話学習は原則的に音声なしで、寸劇を交えて行います。手話を独学で勉強していた
金森君と、ろう者の下山さんの出会いから、ドラマは始まります。皆さんも、金森君になったつ
もりで手話を学んでいきましょう！
　ろう者教員による日本手話の文法解説には、音声通訳を用意しますので、手話初心者の方もご
安心ください。聴者教員による「ろう文化」についての解説には、手話通訳を用意しますので、
ろうの方もぜひご参加ください。
　講座は全９回ですが、初回開始の前に、手話学習（解説含む）の講義３回分のダイジェスト版
の動画を事前学習用に提供します。予習用にお役立ていただき、講義開始当日まで楽しみにお待
ちください。
　2023年度の講義のスキットの流れを基本的には踏襲しますが、再度見てもお楽しみいただける
よう、ストーリーの一部に変更を加える予定です。
　手話に関心のある方ならどなたでも参加できます。学生は無料です。
　Zoomによるオンライン授業ですが、授業後１週間限定でオンデマンド受講も可能です。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

事前学習動画
【二人の出会い】
・ろう者流の「声かけ」、あいさつ、自己紹介
・手話の基本文型、話題化、文末うなずき

共同教育学部
特別支援教育講座
教授・金澤貴之

共同教育学部
特別支援教育講座
助教・下島恭子

第１日 ５月９日（木）
10：20～11：50

【相手のことを知ろう】
・Yes/No 表現、Yes/No 疑問文
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日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

第２日 ５月16日（木）
10：20～11：50

【相手のことをもっと知ろう】
・WH疑問文
・数・名詞の語形変化

第３日 ５月23日（木）
10：20～11：50

【デートに誘う…？】
・空間を使った文法
・CL表現

第４日 ５月30日（木）
10：20～11：50

【友達を紹介しよう】
・動詞の種類、文末コピー

第５日 ６月６日（木）
10：20～11：50

【過去の思い出、未来の夢を語り合おう】
・テンスとアスペクト

第６日 ６月13日（木）
10：20～11：50

【感情や気持ちを伝えよう】
・モダリティ

第７日 ６月20日（木）
10：20～11：50

【旅行の計画を立てよう】
・否定表現

第８日 ６月27日（木）
10：20～11：50

【旅行を楽しもう（前半）】
・順接、逆接、条件節

第９日 ７月４日（木）
10：20～11：50

【旅行を楽しもう（後半）】
・手話独特の構文いろいろ
・　WH分裂文
・　文末コメント
・　動詞連続構文
・　RS表現

２．受講者の感想（抜粋）

■あくまでも手話の世界観や文化の１つに触れるきっかけとして、これを機にさらに学習を深めたい
と思いました。言語を学ぶ事は、その文化も含めて学ぶ事であり、やはり日本手話母語話者の方々
と触れ合いながら学ぶことが一番だと思いますが、なかなかそのような機会がない私にとってこの
講座は大変ありがたかったです。
■何よりも群馬大学の関係各位に感謝いたします。と同時にさらにステップアップとして日本手話の
文法等の講座にも参加したいです。大変すばらしい機会をご提供くださり、誠にありがとうござい
ました。
■初心者でも手話を楽しく学べるようにスキットがあったり、手話通訳付きで手話とろう者に関する
講義もあり、とても内容が充実していました。群馬大学の学生の方々の読みとり通訳や、手話での
説明もその実力の高さにいつも感心していました。
■下島先生の丁寧で美しい手話は「説得力」があり、文法説明に物語性を感じました。また、金澤先
生の社会、言語、マジョリティとマイノリティ等々に関する講義は、この考え方を軸にして、手話
や聾者のことについて考える人が増えれば、社会は変わっていくだろう、と期待を持ちながら拝聴
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しました。楽しく充実した公開講座でした。ありがとうございました。
■地方では手話を習う場所がなく、働きながらいつでも学習できる機会を持つことができてよかった
です。

63



● ● ●
オンデマンド教材で学ぶ手話とろう文化

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　聴覚に障害のある人たちの中には、日本手話という独自の言語を身につけ、独自の文化を築き
上げている「ろう者」と呼ばれる人たちがいます。本講義では、聴者教員とろう者教員のペア授
業により、手話の基本的な文法や用法と、「ろう文化」について、初心者向けに解説します。「ろ
う文化」については、なぜ言語が異なると文化も異なってくるのかといった本質にも踏み込んで
いきます。手話学習は原則的に音声なしで、寸劇を交えて行います。手話を独学で勉強していた
金森君と、ろう者の下山さんの出会いから、ドラマは始まります。皆さんも、金森君になったつ
もりで手話を学んでいきましょう！
　本講義は、2024年度「オンラインで学ぶ手話とろう文化」の授業収録映像をオンデマンド教材
向けに編集としたｅラーニングです。受講申込みは６月３日（月）～11月29日（金）の随時受
付。受講期間は３ヶ月ありますので、ご自身のお仕事等の都合に合わせて学習に取り組んでいた
だけます。
※手話に関心のある方ならどなたでも参加できます。学生は無料です。
※動画教材には手話通訳がついています。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

事前学習動画
【二人の出会い】
・ろう者流の「声かけ」、あいさつ、自己紹介
・手話の基本文型、話題化、文末うなずき

共同教育学部
特別支援教育講座
教授・金澤	貴之

共同教育学部
特別支援教育講座
助教・下島	恭子

第１日 【相手のことを知ろう】
・Yes/No 表現、Yes/No 疑問文

第２日
【相手のことをもっと知ろう】
・WH疑問文
・数・名詞の語形変化
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日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

第３日
【デートに誘う…？】
・空間を使った文法
・CL表現

第４日 【友達を紹介しよう】
・動詞の種類、文末コピー

第５日 【過去の思い出、未来の夢を語り合おう】
・テンスとアスペクト

第６日 【感情や気持ちを伝えよう】
・モダリティ

第７日 【旅行の計画を立てよう】
・否定表現

第８日 【旅行を楽しもう（前半）】
・順接、逆接、条件節

第９日

【旅行を楽しもう（後半）】
・手話独特の構文いろいろ
　・WH分裂文
　・文末コメント
　・動詞連続構文
　・RS表現

２．受講者の感想（抜粋）

■子育てと仕事をしているため、決まった時刻に自分のための時間を取ることが難しかったのです
が、こちらの講座はオンデマンドのため隙間時間に少しずつ勉強ができて、とても良かったです。
■スキットからオープニングの挨拶、解説まで全体的に楽しく視聴させていただきました。質問・回
答コーナーでさまざまな意見や疑問に接し、それまで手話に触れてこなかった人の手話やろう者に
対する捉え方を知ることができたのが新鮮でした。
■別の講座でも文法について学んでいましたが、分からないことが多くありました。ろう文化につい
ての講義と合わせ、文法も分かりやすく楽しく受講できました。
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● ● ●
日本手話の文法を学ぶ（１）

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　本格的に学ぶ機会がなかなかない日本手話の文法。本講義は、日本手話の基本的な文法につい
て、わかりやすい動画解説を視聴したあと、文法問題に取り組むｅラーニングです。受講申込み
は、６月～10月の随時受付。受講期間は４ヶ月ありますので、ご自身のお仕事等の都合に合わせ
て学習に取り組んでいただけます。手話通訳者を目指す方、現役手話通訳者で日本手話の通訳技
術を高めたい方、手話教師、聴覚障害児・者の教育及び支援に関わる方にお勧めの講義です。学
生は無料となります。
※本講座は、昨年度の「日本手話の文法を学ぶ」とほぼ同じ内容となります。前半と後半に分け
て講座を分割し、受講期間を長くすることで余裕をもって学べるようにしました。
※初心者の方には、「オンライン授業／オンデマンド教材で学ぶ手話とろう文化」の受講をお勧
めします。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

６月３日㈪～10月31日㈭
随時受付
ｅラーニングシステム登
録後４ヶ月間受講可能

【コンテンツの文法項目】
　手話のしくみ、アル・イル、指差し、代名詞と所有
格、数字を含む手話、話題化と焦点化、yes-no 疑問
文、wh疑問文、wh分裂文、否定表現、可能動詞、
命令文、程度を表す表現、名詞と動詞の違い、動詞の
語形変化

※動画の視聴のみであれば1.5時間、文法問題（任意）
まで取り組む場合は約15時間を要します。

共同教育学部
特別支援教育講座
准教授・中野聡子

共同教育学部
特別支援教育講座
助教・下島恭子
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● ● ●
日本手話の文法を学ぶ（２）

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　本格的に学ぶ機会がなかなかない日本手話の文法。本講義は、日本手話の基本的な文法につい
て、わかりやすい動画解説を視聴したあと、文法問題に取り組むｅラーニングです。受講申込み
は、６月～10月の随時受付。受講期間は４ヶ月ありますので、ご自身のお仕事等の都合に合わせ
て学習に取り組んでいただけます。手話通訳者を目指す方、現役手話通訳者で日本手話の通訳技
術を高めたい方、手話教師、聴覚障害児・者の教育及び支援に関わる方にお勧めの講義です。学
生は無料となります。
※本講座は、昨年度の「日本手話の文法を学ぶ」とほぼ同じ内容となります。前半と後半に分け
て講座を分割し、受講期間を長くすることで余裕をもって学べるようにしました。
※初心者の方には、「オンライン授業／オンデマンド教材で学ぶ手話とろう文化」の受講をお勧
めします。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

６月３日㈪～10月31日㈭
随時受付
ｅラーニングシステム登
録後４ヶ月間受講可能

【コンテンツの文法項目】
　文末の指さし、受け身の表現、テンスとアスペク
ト、空間の利用、モダリティ、動詞連続構文、接続表
現、文末コメント、関係節と補文構造、CL表現、RS
表現、使役文

※動画の視聴のみであれば2.5時間、文法問題（任意）
まで取り組む場合は約15時間を要します。

共同教育学部
特別支援教育講座
准教授・中野聡子

共同教育学部
特別支援教育講座
助教・下島恭子

２．受講者の感想（抜粋）

■文法ごとの解説はとてもわかりやすく、今まで学んでいた手話についてこういうことだったのか！
とわかりました。また空き時間に勉強ができるのが良いです。
■手話の勉強迷子になっていたので、まさに求めていた内容。すべてのテーマが網羅的に学べ、特に
口形、話題化と焦点化、WH句、否定などはほかでは学べない内容です。
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■今まで非手指動作を知らずに手話学習歴を重ねてきた自分を恥じました。動画による講義はわかり
やすく、日本手話の言語的知識をゼロから学ぶことが出来ました。
■改めて、日本手話の習得では文法もしっかり学ぶ必要があると感じました。手指表現も非手指表現
もつぶさに捉えられる目を養うことができました。
■これまで学んだことのない視点や分析に基づいた学習内容に驚きました。講義の視聴や課題が繰り
返しできて、また解説が丁寧で学びを深めることができました。
■手話講師として、日本手話の文法を基礎から押さえておく必要性を感じて受講しました。体系的な
学びでとてもわかりやすかったです。
■群馬大学のアドバンスコースで学んで手話通訳者の資格を取りたいと思い、まずはこの講座を受講
しました。演習問題に取りくめるのが良いです。
■昨年度も受講しましたがかなり難しかったので再度挑戦しました。日本手話の文法を系統だてて学
べる場が少ないのでありがたいです。
■手話通訳士として活動していますがスキルアップを目指して受講しています。文法が非常にわかり
やすくて何度も見たくなる内容でした。
■手話は表情が大切と習ってきましたが、感情を表すだけでなく文法的な要素としての表情やマウス
ジェスチャー、空間の使い方があることを知りました。
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● ● ●
手話通訳者のための障害者福祉論

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　現在、手話通訳者の多くは、障害者福祉の制度の一環である、自治体における地域生活支援事
業の意思疎通支援者としての対人援助として、その業務を担っています。そのため、その業務に
あたっては、異なる言語間の通訳作業だけではなく、社会的援助を必要とする聴覚障害者が抱え
るさまざまな困難さについての知識はもちろん、ソーシャルワーカーが身につけるべき対人援助
の基礎知識や、関連機関との連携に関する知識も必要となります。
　本講座は、手話通訳者をはじめ、聴覚障害児者の教育・支援に関わる方が、障害者福祉につい
て基礎的な理解を深められるように３つの講義を厳選しています。本講義は、ｅラーニングの形
態で実施します。受講申込みは、６月～11月の随時受付。受講期間は３ヶ月ありますので、ご自
身のお仕事等の都合に合わせて学習に取り組んでいただけます。
※手話通訳者及び聴覚障害児者の教育・支援に関わる方が対象となります。学生は無料です。講
義動画は、音声または手話に字幕がついています。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

６月３日㈪～11月29日㈮
随時受付
ｅラーニングシステム登
録後３ヶ月間受講可能

第１回：障害者福祉の基礎 東京福祉大学
保育児童学部
教授・上田征三

第２回：障害者福祉論 東京福祉大学
保育児童学部
教授・上田征三

第３回：聴覚障害者運動と聴覚障害者福祉制度 関西学院大学
人間福祉学部
教授・松岡克尚
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● ● ●
手話通訳者のためのソーシャルワーク論

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　現在、手話通訳者の多くは、障害者福祉の制度の一環である、自治体における地域生活支援事
業の意思疎通支援者としての対人援助として、その業務を担っています。そのため、その業務に
あたっては、異なる言語間の通訳作業だけではなく、社会的援助を必要とする聴覚障害者が抱え
るさまざまな困難さについての知識はもちろん、ソーシャルワーカーが身につけるべき対人援助
の基礎知識や、関連機関との連携に関する知識も必要となります。
　本講座は、手話通訳者をはじめ、聴覚障害児者の教育・支援に関わる方が、障害者福祉につい
て基礎的な理解を深められるように３つの講義を厳選しています。本講義は、ｅラーニングの形
態で実施します。受講申込みは、６月～11月の随時受付。受講期間は３ヶ月ありますので、ご自
身のお仕事等の都合に合わせて学習に取り組んでいただけます。
※手話通訳者及び聴覚障害児者の教育・支援に関わる方が対象となります。学生は無料です。講
義動画は、音声または手話に字幕がついています。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

６月３日㈪～11月29日㈮
随時受付
ｅラーニングシステム登
録後３ヶ月間受講可能

第１回：ソーシャルワークとその専門性とは？ 東京福祉大学
保育児童学部
教授・上田征三

第２回：	聴覚障害者のエンパワメントのためのソー
シャルワーク

関西学院大学
人間福祉学部
教授・松岡克尚

第３回：聴覚障害ソーシャルワーカーの役割 共同教育学部
特別支援教育講座
客員講師・二神麗子第４回：介入のケースワーク

２．受講者の感想（抜粋）

■ソーシャルワークに関して、別の大学の通信教育課程ではなかなか理解しづらかった内容をライブ
で聞くことができ理解が進みました。また手話通訳者として、介入やソーシャルワークの側面に関
する疑問点について考察を深めることのできる講義でした。
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● ● ●
遠隔時代の手話通訳

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　現在、ICT の進化に伴い、電話リレーサービスや遠隔手話通訳サービスが普及しつつありま
す。これは聾者にとって大きな利便性をもたらすと同時に、手話通訳を巡る制度や養成のあり方
に見直しを迫る側面も持っています。
　本講座は、手話通訳者をはじめ、聴覚障害児者の教育・支援に関わる方が、遠隔手話通訳を巡
る諸課題について理解を深められるように３つの講義を厳選しています。本講義は、ｅラーニン
グの形態で実施します。受講申込みは、６月～11月の随時受付。受講期間は３ヶ月ありますの
で、ご自身のお仕事等の都合に合わせて学習に取り組んでいただけます。
※手話通訳者及び聴覚障害児者の教育・支援に関わる方が対象となります。学生は無料です。
講義動画は、音声または手話に字幕がついています。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

６月３日㈪～11月29日㈮
随時受付
ｅラーニングシステム登
録後３ヶ月間受講可能

第１回：「遠隔手話通訳」とは？
群馬大学共同教育学部
教授・金澤貴之第２回：手話通訳に関わる資格制度の再考

第３回：これから求められる研修・養成のあり方

２．受講者の感想（抜粋）

■常々考えていることについて専門の先生からのお話を興味深くお聞きすることができました。手話
通訳に関する時代の変遷を知ることができ、また手話奉仕員の活用可能性や短期で質の高い手話通
訳者を養成する必要性についてなど、とても希望の持てる内容で受講してよかったと思います。
■とても勉強になりました。従来の「福祉」としての手話通訳ではなく、「ビジネス」としての手話通
訳が広がっていくことで、より聴覚障害者の社会参加が進んでいくと思います。また、私も手話通訳
に関わる人間として、今後どういう知識や技術を身につけていくべきか考えるきっかけとなりました。
■聴覚障害者関係の政策の立案に大いに参考になりました。他分野にも応用可能な視点もあり勉強に
なりました。
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● ● ●
聴覚障害児の理解

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　聴覚障害児者の教育・支援に関わる方が、聴覚障害について基礎的な理解を深められるように
３つの講義を厳選しています。本講義は、ｅラーニングの形態で実施します。受講申込みは、６
月～11月の随時受付。受講期間は３ヶ月ありますので、ご自身のお仕事等の都合に合わせて学習
に取り組んでいただけます。
※特別支援学校教員、特別支援教育を専攻する学生、ソーシャルワーカー、社会福祉施設職員等
が主な対象となります。学生は無料です。
※講義動画は、音声または手話に字幕がついています。
※「聴覚障害の基礎知識」以外は昨年度と同じ内容です。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

６月３日㈪～11月29日㈮
随時受付
ｅラーニングシステム登
録後３ヶ月間受講可能

第１回：聴覚障害の基礎知識 共同教育学部
特別支援教育講座
教授・金澤貴之第２回：聴覚障害児者の言葉・社会・文化

第３回：聴覚障害児の認知発達と学習 共同教育学部
特別支援教育講座
准教授・中野聡子

２．受講者の感想（抜粋）

■聴覚障害児の教育について理解をさらに深めたいと思い受講しました。聴覚障害について学ぶ機会
がなかなかなく、とても有意義な研修だったと思います。３講座とももう少し見たかったと思いま
す。よければ発達についてもう少し、または事例を引用した説明等していただきたかったです。
■聴覚障害者の悩みにこたえられるよう、手話を学んでいきたいです。手話だけでなく、心理的な支
援や理解について学びたくてこの講座を受講しました。公認心理士の資格も持っていますが、まだ
なかなか活かせていないので、もっと学んでいきたいです。
■自分の「あたりまえ」とは違う「あたりまえ」に関わる中で生じる混乱が少し整理できたように思
います。ありがとうございました。
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● ● ●
聴覚障害児の教育課程・指導法

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　聴覚障害児者の教育・支援に関わる方が、聴覚障害について基礎的な理解を深められるように
３つの講義を厳選しています。本講義は、ｅラーニングの形態で実施します。受講申込みは、６
月～11月の随時受付。受講期間は３ヶ月ありますので、ご自身のお仕事等の都合に合わせて学習
に取り組んでいただけます。
※特別支援学校教員、特別支援教育を専攻する学生等が主な対象となります。学生は無料です。
※講義動画は、音声または手話に字幕がついています。
※本講座は昨年度と同じ内容です。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

６月３日㈪～11月29日㈮
随時受付
ｅラーニングシステム登
録後３ヶ月間受講可能

第１回：聴覚障害児教育で求められる「専門性」 共同教育学部
特別支援教育講座
教授・金澤貴之

第２回：特別支援学校の教育課程 共同教育学部
特別支援教育講座
准教授・木村素子

第３回：各発達段階における言語指導のあり方 共同教育学部
特別支援教育講座
准教授・中野聡子

２．受講者の感想（抜粋）

■聴覚障害児の言語発達について、これまでに学んだ知識を再確認できました。自立活動の中でどの
ようにして日本語を獲得していくかが聾学校の大きな課題だと思いますが、そのためにどのような
取りくみが必要なのか考えることができました。中野聡子先生の講座後の課題は難しかったのです
が、自分の考えを深める良い機会になりました。
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● ● ●
ろう重複障害児・者の教育と支援

● ● ●

 １．実施の詳細 

講　座　概　要

　聴覚障害児者の教育・支援に関わる方が、聴覚障害について基礎的な理解を深められるように
３つの講義を厳選しています。本講義は、ｅラーニングの形態で実施します。受講申込みは、６
月～11月の随時受付。受講期間は３ヶ月ありますので、ご自身のお仕事等の都合に合わせて学習
に取り組んでいただけます。
※特別支援学校教員、特別支援教育を専攻する学生、ソーシャルワーカー、社会福祉施設職員等
が主な対象となります。学生は無料です。
※講義動画は、音声または手話に字幕がついています。
※本講座は昨年度のものと同じ内容です。

実施責任者：共同教育学部特別支援教育講座　教授　金澤貴之

日　　　程 講　　　義　　　内　　　容 講　　　　師

６月３日㈪～11月29日㈮
随時受付
ｅラーニングシステム登
録後３ヶ月間受講可能

第１回：ろう重複障害者のコミュニケーション支援 共同教育学部
特別支援教育講座
教授・金澤貴之

第２回：ろう重複障害児の発達評価と手話言語発達 共同教育学部
特別支援教育講座
准教授・中野聡子

第３回：ソーシャルワークの役割 共同教育学部
特別支援教育講座
客員講師・二神麗子
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⑶　免許法認定通信教育

　本免許法認定通信教育は、特別支援学校教員免許状を取得するために必要な単位を習得させ、併せ
てその資質の保持と向上を図るために実施するものである。
　特別支援学校教諭二種免許状（聴覚障害者）を有している者を対象として、一種免許状を取得する
ための３つの科目「聴覚障害児の心理・生理及び病理」「聴覚障害児の教育課程と指導法」「聴覚と他
の障害を併せ持つ重複障害児の教育」を開講した。
　講師陣・内容はこれまでとほぼ同様であるが、手話サポーター養成プロジェクト室独自の Sl-LMS
によるコミュニケーション機能を活用させたことで、受講者からの質問に迅速に対応できるように
なった。

講　　　　　座　　　　名 受講者（人） 修了者（人）

聴覚障害児の心理・生理及び病理 ３ ３

聴覚障害児の教育課程と指導法 ５ ４

聴覚と他の障害を併せ持つ重複障害児の教育 ４ ４
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令和６年度群馬大学免許法認定通信教育実施計画書

開設しようとする認定通信教育の課程に相当する教職課程の有無 有

№ 免許状
の種類

免許法
別表第
８対応
科目

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する
開設科目名

授
与
単
位

履修期間 試　験　日
（論文審査日）

受講
定員数

科　　　目 各科目に含める
必要事項

中心となる領域

含む領域

1 特支一種免（聴覚障害者） －
特
　
支
特別支援教育領域に関
する科目

心身に障害のある幼
児、児童又は生徒の心
理、生理及び病理に関
する科目

聴覚障害児の心理・
生理及び病理
（Ｒ６認定通信）

2 Ｒ６．８．１～Ｒ７．２．28

90分の講義ごとに小テ
ストを行う。
最終試験日は令和７年
２月28日。

30（人）
聴覚障害者

2 特支一種免（聴覚障害者） －
特
　
支
特別支援教育領域に関
する科目

心身に障害のある幼
児、児童又は生徒の教
育課程及び指導法に関
する科目

聴覚障害児の教育課
程と指導法
（Ｒ６認定通信）

2 Ｒ６．８．１～Ｒ７．２．28

90分の講義ごとに小テ
ストを行う。
最終試験日は令和７年
２月28日。

30（人）
聴覚障害者

3 特支一種免（聴覚障害者） －
特
　
支

免許状に定められるこ
ととなる特別支援教育
領域以外の領域に関す
る科目

心身に障害のある幼
児、児童又は生徒の心
理、生理及び病理に関
する科目
心身に障害のある幼
児、児童又は生徒の教
育課程及び指導法に関
する科目

聴覚と他の障害を併
せ持つ重複障害児の
教育
（Ｒ６認定通信）

2 Ｒ６．８．１～Ｒ７．２．28

90分の講義ごとに小テ
ストを行う。
最終試験日は令和７年
２月28日。

30（人）
重複・発達領域

視覚障害者、聴覚障
害者、知的障害者
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○群馬大学免許法認定通信教育のフライヤー
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３）高校選択科目「手話」の実現に向けた実践

⑴　聖光学院高等学校（福島県伊達市）での学校設定科目「手話」

　手話通訳者の高齢化に対する全国的な課題の解消に向けて、遠隔教育にて高校段階から手話の体系
的な学習機会を増やすことを見すえた取りくみを行った。全国的には福祉系高校や総合学科等で「手
話」の授業が行われているものの、１学期あるいは１年間といった短い期間に限られているものがほ
とんどである。そのため手話奉仕員養成課程を満たす体系的なカリキュラムが実施できれば、若年層
の手話通訳者養成に繋がる制度設計が実現できるのではないかと考えた。そこで本プロジェクトは、
聖光学院高等学校で福祉探究コースが新設された2022年度から、学校設定科目「手話」の３年間分の
カリキュラム作成と授業実践をサポートしてきた。
　本年度で３年目を迎え、当プロジェクトは３年生を対象にオンライン授業を行った。山本（本学非
常勤講師）、金澤、増田の３名で授業を担当した。今年度で３年間の高校での手話教育のカリキュラ
ムが完成し、聖光学院高等学校自身で手話教育を行っていくための基盤やノウハウを蓄積させること
ができた。

●　対象生徒：福祉コース３年生
●　人数：10名
●　聖光学院高等学校時間割：１時間目　９：00－9：50　２時間目　10：00－10：50
●　１時間目は聖光学院高等学校主体で授業実施。
●　２時間目はオンライン（Zoom）で講師とつなぎ、教室内でモニター投影。
●　10月28日「特別企画」として金澤が聖光学院高等学校で対面の授業を実施した。

授業回 授業日 １ 時 間 目 ：内 容 ２ 時 間 目 ：内 容

1 ４月22日㈪ 「私の将来（１）」
単語練習、動画読みとり

単語確認、文法解説（未来の表現、WH分裂
文、逆説表現）、読みとり答え合わせ

2 ５月13日㈪
「私の将来（２）」
単語練習、動画読みとり、グループ
ワーク

単語確認、読みとり答え合わせ、手話表現の
発表

3 ５月20日㈪ 「さまざまな否定表現（１）」
単語練習、文法解説動画視聴

単語確認、文法解説（否定表現）、文法演習
（絵→手話）

4 ６月３日㈪ 「さまざまな否定表現（２）」
単語練習

単語確認、文法演習（絵→手話）、文法演習
（文→手話）

5 ６月17日㈪ 「要求を伝える（１）」
単語練習、動画読みとり

単語確認、文法解説（要求表現、敬意表現）、
読みとり答え合わせ

79



授業回 授業日 １ 時 間 目 ：内 容 ２ 時 間 目 ：内 容

6 ６月24日㈪
「要求を伝える（２）」
単語練習、動画読みとり、グループ
ワーク

単語確認、読みとり答え合わせ、手話表現の
発表

7 ７月８日㈪ 「状況を説明する」
単語練習、動画読みとり

単語確認、読みとり答え合わせ、文法解説
（CL表現、動詞の一致、受け身表現）、手話
表現の発表

8 ９月２日㈪ １学期の復習（１）
単語練習、グループワーク

文法解説（未来の表現、WH分裂文、逆説表
現）、手話表現の発表

9 ９月９日㈪ １学期の復習（２）
単語練習、グループワーク 文法解説（否定表現）、手話表現の発表

10 ９月30日㈪ １学期の復習（３）
単語練習、グループワーク

文法解説（要求表現、敬意表現）、手話表現
の発表

11 10月28日㈪ １学期の復習（４）
単語練習、グループワーク

文法解説（CL表現、動詞の一致、受け身表
現）、手話表現の発表

12 11月11日㈪ 「買い物をしよう」単語練習、
文法解説動画視聴、動画読みとり

単語確認、文法解説（CL表現、モダリ
ティ）、読みとり答え合わせ、手話表現の発
表

13 11月18日㈪
「短いストーリーを作ろう」
単語練習、文法解説動画視聴、動画読
みとり、グループワーク

単語確認、文法解説（自動詞・他動詞、動詞
連続構文）、読みとり答え合わせ、手話表現
の発表

14 11月25日㈪
「さそいましょう」単語練習、文法解
説動画視聴、動画読みとり、グループ
ワーク

単語確認、文法解説（条件構文、命令表現、
要求 - 応答表現）、読みとり答え合わせ、手
話表現の発表

15 12月９日㈪
「絵本の読み聞かせをしよう（１）」
単語練習、文法解説動画視聴、手話表
現練習

単語確認、文法解説（RS表現）、手話表現の
発表

16 12月16日㈪ 「絵本の読み聞かせをしよう（２）」
単語練習、手話表現練習 単語確認、手話表現の発表

17 12月23日㈪
「ろう者の有名人を紹介しよう（１）」
単語練習、文法解説動画視聴、動画読
みとり

単語確認、文法解説（話題化、WH分裂文、
文末コメント、空間利用）、読みとり答え合
わせ

18 １月20日㈪ 「ろう者の有名人を紹介しよう（２）」
単語練習、グループワーク 単語確認、手話表現の発表

19 １月27日㈪ ３年間の思い出
手話表現の練習 手話表現の発表

　１、２年生向けの授業については基本的には2023、2024年度の授業をもとに、月曜日・木曜日の２
時限（１年生）と火曜日の２時限（２年生）に聖光学院高等学校側で実施。
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オンライン授業の様子
　生徒たちは各自スマートフォンで Zoomにログインして、群馬大学の講師の授業を受けます。言
語活動のテーマに合わせて事前に学習した手話単語や基本文を使って、講師や生徒同士でやりとりを
します。

訪問授業の様子
　対面で学ぶ良さはやはり、お互いの反応や様子がよくつかめることで、学習言語である手話のコ
ミュニケーションにもより深みや通じたうれしさが伝わることです。訪問授業は１度のみでしたが、
心理的な距離感も近く、和気あいあいとした授業となりました。
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⑵　聴覚特別支援学校高等部向けの手話の授業

　公立の聴覚特別支援学校の教育課程における手話の取りあつかいは、あくまでもコミュニケーショ
ン手段となっている。聴覚障害児教育における手話の位置づけの転換を促し、また聴覚障害生徒に言
語として手話を学ぶ機会を提供するため、2021・2022・2023年度に続き、群馬大学の出張模擬授業の
制度を活用して、聴覚特別支援学校高等部向けにオンラインで手話の授業を行った。
　授業は、以下７つのテーマから各学校における生徒の状況や学習のねらいに合わせて１つを選択で
きるようにした。
　１．日本手話の修飾表現を学ぼう（１）程度を表す日本手話の表現
　２．日本手話の修飾表現を学ぼう（２）CL表現で動詞を修飾しよう
　３．日本手話の表現から日本語の自動詞と他動詞を区別しよう
　４．物語における日本手話と日本語の視点の違いを知ろう
　５．日本手話と日本語のポライトネスの違いを知ろう
　６．日本手話と日本語のモダリティの違いを知ろう
　７．日本手話と日本語の否定表現を比べてみよう
　いずれのテーマについても、冒頭に日本手話の文法や日本語との違いについて解説を行ったあと、
理解を深めるための課題にグループで取りくみ、発表をするという流れで実施した。
　講師はすべてろうの教員が担当した。

学　校：埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園
実施日：2024年11月８日（金）
時　間：14時25分～15時15分
対　象：３年生（７名）
テーマ：「日本手話の表現から日本語の自動詞と他動詞を区別しよう」
講　師：中野聡子准教授

学　校：埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園
実施日：2024年12月19日（木）
時　間：14時20分～15時10分
対　象：１～３年生（10名）
テーマ：「物語における日本手話と日本語の視点の違いを知ろう」
講　師：下島恭子助教

※すべてオンライン（Zoom）による実施
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埼玉県立特別支援学校　坂戸ろう学園ブログより

特別支援学校大宮ろう学園での模擬授業の様子
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４）日本手話・手話通訳教育指導者養成に向けた取りくみ

厚生労働省手話通訳者養成カリキュラム対応手話通訳者養成テキスト編集委員会

　社会福祉法人全国手話研修センターでは、厚生労働省の改正手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリ
キュラム（障企自発0626第１号令和５年６月26日）に対応したテキストを作成するため、「手話通訳
者養成テキスト編集委員会」を立ち上げた。2024年度は、改正カリキュラムで新しく追加された「日
本語演習」のテキストを出版した。編集委員会には、本学の中野聡子准教授が学識経験者として加わ
り、手話通訳者養成、現任手話通訳者の手話通訳スキル、手話通訳指導者の指導状況に関する実態を
ふまえ、指導者の知識や指導力に左右されずに、一定レベルの学びを担保できるテキストとして完成
することができた。

■　「日本語の文法」においては、日本手話の文法を学ぶための基礎知識を増やす、日本語と日本手
話の文法の違いに注目させる、といったことをねらいとして、「アスペクト」や「モダリティ」など
の、一般の人々にはなじみのない文法用語を使った解説を取り入れることを提案した。
■　「やさしい日本語」の考え方を、手話通訳者としての読みとり通訳、聞きとり通訳に取り入れる
ことができるようにした。
■　「日本語の文法」「やさしい日本語」といった解説中心の内容についても、練習問題や確認問題を
取り入れ、流し読みで終わらせないように提案した。
■　言語メッセージを正確に理解するための演習問題では、日本語能力試験Ｎ１-N２レベルの読解
問題の形式の問題を取り入れ、手話通訳で必要な『聞く』力を高める工夫をした。
■　敬語の使用に関わる演習問題では、５分類に基づく問題を作ることを提案し、また日本語―日本
手話の手話通訳者にとって、相手との距離や上下関係に応じた適切な敬語表現の使用が円滑なコミュ
ニケーションの成立をいかに左右するかということについて、わかりやすく説明した。
■　「参画」と「参加」、「排除」と「除去」のように、類義語を正確に使い分けられない手話通訳者
が多いことから、類義語に関わる演習を取り入れることを提案した。

〈「日本語演習」テキスト編集委員会の開催〉
日　時：2024年７月２日（火）　10時00分～12時00分
　　　　　　　11月26日（火）　10時00分～12時00分
　　　　2025年１月24日（金）　14時00分～16時00分
場　所：オンライン開催（Zoom）
主　催：社会福祉法人　全国手話研修センター

手話通訳者講義テキスト（日本語演習）編集委員名簿
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氏名（敬称略） 肩　　　　　　　　　　　書 都道府県

１ 長 野 秀 樹 「手話通訳者等の養成カリキュラム検討委員会」WG委員長 長崎県

２ 中　西　久美子 一般財団法人全日本ろうあ連盟　理事 滋賀県

３ 渡 辺 正 夫 一般社団法人全国手話通訳問題研究会　会長 千葉県

４ 渡 部 芳 博 一般社団法人日本手話通訳士協会　理事 福島県

５ 中 野 聡 子 学識経験者（群馬大学准教授） 群馬県

６ 近 藤 幸 一 社会福祉法人全国手話研修センター　理事
「手話通訳者等の養成カリキュラム検討委員会」委員長 京都府

５）大学間連携による「手話教育研究の拠点形成」に向けた取りくみ

関西学院大学手話言語研究センターとの連携

⑴　授業における連携

【講義名：SDGs総合演習：日本手話を活用した聴覚障害児者支援の実践】
　群馬大学教育学部特別支援教育専攻の専門科目「SDGs 総合演習：日本手話を活用した聴覚障害児
者支援の実践」において、関西学院大学手話言語研究センターの前川和美助教に手話による絵本の読
み聞かせの指導、下谷奈津子助教に言語と文化の違いをふまえた手話通訳の指導を行っていただいた。

日　時：2024年６月８日（土）　10時20分～15時50分
　　　　　　　６月９日（日）　10時20分～14時10分
形　態：対面
受講者：いずれも４名
テーマ：「絵本の読み聞かせ（１）（２）（３）」講師：前川和美
　　　　「言語と文化の違いをふまえた手話通訳（１）（２）」講師：下谷奈津子

【講義名：手話言語学専門】
　関西学院大学手話言語研究センターが開講する「手話言語学専門」の授業のうち１回を、本学の中
野聡子准教授が担当した（2024年11月29日）。「ろう児の手話言語発達」について、指定テキストに講
義者自身の研究などオリジナルの観点を加えて講義を行った。
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⑵　研究における連携

①　関西学院大学手話言語研究センター主催の2024年度手話通訳研修事業「学術手話通訳への足がか
りを築こう」において、本学の中野聡子准教授が講演とワークショップの講師を担当した。

②　関西学院大学松岡克尚教授、二神麗子客員講師、金澤貴之の３名で「手話通訳者の資格制度の在
り方に関する検討」を行った。特に「手話通訳士」資格の成立過程について文献的検討とヒアリ
ング調査を進めた。研究成果の一部は３月21日に開催した合同研究報告会の基調報告で提示した。

６）関西学院大学・群馬大学合同研究報告会

⑴　開催の経緯

　2019年度に開催された群馬大学手話サポーター養成プロジェクト室企画のシンポジウムでは、関西
学院大学手話言語研究センターからのビデオレターも交え、両大学の連携宣言を行った。その後両大
学ではお互いの講義等での講師招聘や共同研究といった形で相互協力、情報交換を行ってきた。そし
て2023年２月19日（日）には、初の両大学共同開催によるシンポジウム「高等教育機関が担う次世代
手話教育の可能性」（2022年度シンポジウム）を実施した。そして今回、それぞれの大学での教育・
研究の蓄積や、共同で行ってきた取りくみを確認し、かつ公表すべく、２年ぶりとなる両大学共同開
催による「合同研究報告会」を企画するに至った。
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⑵　開催概要

　2022年度シンポジウムから今までの２年間で、両大学ではそれぞれ手話教育、手話研究の蓄積を重
ねてきた。その一方で国政の動きとしては、超党派による議員連盟「障害児者の情報コミュニケー
ション推進に関する議員連盟」で「手話施策推進法（案）」の審議が重ねられ、条文案が総会で提示
されるに至っている。本報告会では、手話の法制化を見据えながら両大学での教育、研究の進捗状況
を確認し、これからの進むべき方向性を見定めていく。

関西学院大学・群馬大学合同研究報告会プログラム
「手話教育・研究の今日的課題―手話に関する法制化の動きを見据えて―」

日　　時：2025年３月21日（金）　13時00分～16時00分
場　　所：関西学院大学上ヶ原キャンパス　社会学部棟101教室
定　　員：100名
開催形態：対面

13：00　開会挨拶
13：10　群馬大学基調報告「手話に関する法制化の現状と課題」
　　　　金澤貴之（群馬大学共同教育学部教授、手話サポーター養成プロジェクト室長）
14：00　休憩
14：10　群馬大学報告
　　　　中野聡子（群馬大学共同教育学部准教授、手話サポーター養成プロジェクト室研究統括）
14：30　関西学院大学報告
　　　　下谷奈津子（関西学院大学手話言語研究センター主任研究員）
　　　　前川和美（関西学院大学手話言語研究センター主任研究員）
14：50　休憩
15：00　ディスカッション「手話教育・研究の今日的課題」
　　　　松岡克尚（関西学院大学人間福祉学部教授、手話言語研究センター長）
15：50　閉会挨拶
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３．実 績 等





実績等一覧

１．手話関連の資格取得状況等
　１）群馬県認定手話通訳者試験
　　2025年２月現在、本プロジェクト修了生の合格者４名

　２）手話通訳士試験
　　2025年２月現在、本プロジェクト修了生の合格者３名

２．厚生労働省手話奉仕員・手話通訳者養成カリキュラム修了者数

手 話 奉 仕 員 養 成 手 話 通 訳 者 養 成

手話サポーター養成
プログラム

日本手話実践力育成
プログラム

手話サポーター養成
プログラム

日本手話実践力育成
プログラム

2024 18 36 6 10

2023 20 26 6 （初年度のため該当者なし）

2022 12 5

2021 13 13

2020 22 16

2019 22 17

2018 20 1

2017 17 （初年度のため該当者なし）

合計 206 74

３．厚生労働省盲ろう者通訳・介助員養成カリキュラム　全課程修了者数

年度 修了者数

2024 2

2023 8

2022 4

2021 5

2020 3

2019 3

合計 25
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４．群馬大学公開講座受講者数

〈オンライン講座〉
・オンライン授業で学ぶ手話とろう文化（全９回）	 ：104名

〈オンデマンド講座〉
・オンデマンド教材で学ぶ手話とろう文化	 ：241名
・日本手話の文法を学ぶ（１）	 ：492名
・日本手話の文法を学ぶ（２）	 ：304名
・手話通訳者のための障害者福祉論	 ： 34名
・手話通訳者のためのソーシャルワーク論	 ： 41名
・遠隔時代の手話通訳	 ： 33名
・聴覚障害児の理解	 ： 28名
・聴覚障害児の教育課程・指導法	 ： 22名
・ろう重複障害児・者の教育と支援	 ： 19名

５．聴覚特別支援学校高等部の模擬授業
　　（実施日順）
・埼玉県立特別支援学校大宮ろう学園：７名（３年生）
・埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園：10名（１年生～３年生）

６．講 演 等
　　（実施日順）
・宇都宮手話通訳者連絡会企画講演会の講師として中野聡子が講演を行った。（2024年４月29日）
・日本財団電話リレーサービスの「電話リレーサービスオペレーター研修」の講師として中野聡子が
オンデマンド講義を行った。（2024年５月～６月）

・栃木県手話通訳者養成講座（理論講座　通訳 II）の講師として金澤貴之が講義を行った。（2024年
７月６日）
・関西学院大学手話通訳者研修事業の講師として中野聡子が研修を行った。（2024年７月６日）
・群馬県手話通訳者養成講座（実践コース）において中野聡子が講師として講義を行った。（2024年
７月20日）
・岐阜県手話通訳者スキルアップ研修において金澤貴之、中野聡子が講師として研修を行った。
（2024年８月17日～18日）
・静岡県議会自由民主党難聴対策推進議員連盟において金澤貴之が講師として講演を行った。（2024
年９月30日）
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・長野県登録手話通訳者現任研修の講師として金澤貴之、中野聡子が講義を行った。（2024年11月３
日）
・放送大学群馬学習センターの面接授業の講師として下島恭子が講義を行った。（2024年11月16日～
17日）
・前橋地方気象台の地方気象台活性化講演として金澤貴之が講演を行った。（2024年11月19日）
・株式会社プラスヴォイス社内研修会において金澤貴之が講師として研修を行った。（2024年11月21
日）
・愛知県立岡崎聾学校 PTA教育講演会・教員研修において金澤貴之が講師として講演を行った。
（2024年12月７日）
・ぐんま学校応援プロジェクトの前橋市立前橋特別支援学校職員向け研修において金澤貴之が講師と
して研修を行った。（2025年１月22日）
・東群馬看護専門学校の集中講義において金澤貴之が講師として講義を行った。（2025年２月21日、
３月５日）
・群馬県要約筆記者養成研修前期課程において金澤貴之が講師として講義を行った。（2025年２月22
日）

７．委 員 等
　　（実施日順）
・社会福祉法人全国手話研修センターの手話通訳者養成講義テキスト編集委員会において中野聡子が
手話通訳養成講義テキスト（日本語演習）の委員（学識経験者）を務めた。（任期：2024年５月１
日～2025年３月31日、オンライン会議：2024年７月２日、11月26日、2025年１月24日）
・難聴児早期支援体制整備推進協議会において金澤貴之が委員（学識経験者）として会議や理解普及
セミナーに出席した。（会議：2024年11月７日、セミナー：2025年３月27日）
・群馬県遠隔手話通訳等検討会において金澤貴之が委員（学識経験者）として会議に出席した。
（2024年12月26日）
・群馬県手話施策推進議会において金澤貴之の代理として中野聡子が委員（学識経験者）として会議
に出席した。（2025年２月14日）

８．行政による視察等
・厚生労働省	社会・援護局	障害保健福祉部	企画課	自立支援振興室	担当官２名が来学し、「言語と
しての日本手話ⅡAB」を参観した。（2024年11月20日）
・文部科学省	総合教育政策局	教育人材政策課	教員免許・研修企画室による本学共同教育学部のオン
ライン視察において、手話サポーター養成プロジェクト室が視察対象となり、プロジェクト室の取
りくみの概要について説明を行った。（2025年１月９日）
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９．関連研究：研究費助成事業　採択課題一覧

【（文部科学省）科学研究費】
　区　　　分：基盤研究Ｃ
　研 究 期 間：2022年４月１日～2025年３月31日
　研究代表者：金澤	貴之
　課　題　名：聴覚特別支援学校高等部における学校設定教科・科目「手話」の実現に向けた実践的研究

【（文部科学省）科学研究費】
　区　　　分：挑戦的研究
　研 究 期 間：2023年６月30日～2026年３月31日
　研究代表者：中野	聡子
　課　題　名：CEFR に準拠した日本手話到達基準「JSL スタンダード」の策定と活用

10．SNS関係
　手話サポーター養成プロジェクト室の公式YouTube チャンネルにおいて、「学生YouTuber」７名
（４年生１名、３年生２名、２年生４名）が、手話や指文字を使ったやりとりのショート動画などの
映像の配信により、視聴者数、チャンネル登録者数を大幅に増やした。
　また、日本手話実践力育成プログラムベーシックコース、アドバンスコースの紹介動画として、教
員が「群大方式」による手話教育・手話通訳養成の背景となる理論や指導方針などを紹介した動画を
作成した。
　2024年度の実績としては、以下の事項があげられる。
・３本のショート動画が１万再生を突破。
・２月４日にチャンネル登録者数4,000人を達成。
・最も視聴回数の多い動画「【学生の声】ろう学校実習を経た４年生の手話レベルが高い…！」が5.8
万再生回数を突破（2025年２月７日）。
・日本手話実践力育成プログラムベーシックコース紹介動画「ろう教員が語る　群馬大学手話言語教
育」が4,700再生回数を突破。同アドバンスコース紹介動画「ろう教員が語る群馬大学手話通訳教
育」が6,200再生回数を突破（2025年２月10日）。
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11．全国ろうあ者体育大会
　全国ろうあ者体育大会は、全国のろうあ者がスポーツを通して技を競い、健康な心と体を養い、自
立と社会参加を促進し、あわせて国民のろうあ者に対する正しい理解を深めることを目的として開催
されている。
　群馬県で行われた第58回大会では、８名の筑波技術大学生と共に、手話・手話通訳を学ぶ22名の群
馬大学生がボランティアとして参加した。学生らは、ろう当事者団体主体の大会運営、ろう者との手
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話言語によるコミュニケーションや交流など、日頃の授業ではできない体験をすることができた。
　また、筑波技術大学の学生とは、大会でのボランティアをきっかけに交流が続いており、手話やろ
う文化に対する理解を深める関わりとなっている。

名　　称：第58回全国ろうあ者体育大会
開催日程：2024年９月12日（木）～15日（日）
会　　場：群馬県内（前橋市、高崎市、太田市）
主　　催：一般財団法人全日本ろうあ連盟
主　　管：第58回全国ろうあ者体育大会群馬県実行委員会
　　　　　一般社団法人群馬県聴覚障害者連盟

学　　　　年 １年生 ２年生 ４年生 合　計

群馬大学生ボランティア
参加人数 14名 ７名 １名 22名

※３年生及び４年生の一部の学生は教育実習期間中のため不参加
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研修・講演等　概要

１．厚生労働省手話奉仕員・手話通訳者養成カリキュラム講座の講師
　１）栃木県手話通訳者養成講座（理論講座　通訳Ⅱ）
　　日　時：2024年７月６日（土）　９時30分～12時30分
　　場　所：とちぎ福祉プラザ　福祉研修室AB
　　テーマ：「聴覚障害児の言語発達とろう教育」
　　講　師：金澤貴之

　２）群馬県手話通訳者養成講座（実践コース）
　　日　時：2024年７月20日（土）　13時00分～15時00分
　　場　所：群馬県社会福祉総合センター　２階　203会議室
　　テーマ：「聴覚障害児の言語発達とろう教育」
　　講　師：中野聡子

　３）群馬県要約筆記者養成研修前期課程
　　日　時：2025年２月22日（土）　９時45分～11時45分
　　場　所：群馬県社会福祉総合センター　地下１階　Ｂ01会議室
　　テーマ：「障害者権利条約」
　　講　師：金澤貴之

２．手話学習者向け研修の講師
　１）放送大学　面接授業
　　日　時：2024年11月16日（土）、17日（日）　両日とも９時50分～17時00分
　　場　所：放送大学	群馬学習センター
　　テーマ：「手話とろう文化」
　　講　師：下島恭子

　２）東群馬看護専門学校
　　日　時：2025年２月21日（金）　15時00分～16時30分
　　　　　　　　　３月５日（水）　10時45分～16時30分
　　場　所：東群馬看護専門学校
　　テーマ：「人間と芸術（手話）」
　　講　師：金澤貴之
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３．手話通訳者向け研修の講師等
　１）宇都宮手話通訳者連絡会企画講演会
　　日　時：2024年４月29日（月・祝）　13時00分～15時00分
　　場　所：宇都宮総合福祉センター
　　テーマ：「言語・文化の違いをふまえた通訳実践―医療場面を中心に―」
　　講　師：中野聡子

　２）電話リレーサービスオペレータ研修
　　日　時：2024年５月～６月
　　場　所：オンデマンド講義
　　テーマ：「ろう者から見た日本語・日本文化」
　　　　　　「意思疎通支援事業と電話リレーサービスにおける通訳の違い」
　　講　師：中野聡子

　３）関西学院大学手話通訳者研修事業「学術手話通訳への足がかりを築こう」
　　日　時：2024年７月６日（土）　９時50分～16時30分
　　場　所：関西学院大学　社会学部棟　101教室
　　テーマ：「学術通訳とは：コミュニティ通訳との違いを知る」
　　講　師：中野聡子
　　内　容：	午前の部は講師による講義を行い、午後の部では現在手話通訳士／者として活動してい

る方を対象にワークショップ「事前準備から振り返りまで」を開催した。

　４）岐阜県聴覚障害者情報センター手話通訳者スキルアップ研修
　　日　時：2024年８月17日（土）　10時00分～16時00分
　　場　所：OKBふれあい会館
　　テーマ：「高等教育機関の手話通訳事情」
　　講　師：金澤貴之

　５）岐阜県聴覚障害者情報センター手話通訳者スキルアップ研修
　　日　時：2024年８月18日（日）　10時00分～16時00分
　　場　所：OKBふれあい会館
　　テーマ：「高等教育機関における手話通訳（実践・学術手話）」
　　講　師：中野聡子
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　６）長野県登録手話通訳者現任研修
　　日　時：2024年11月３日（祝）　10時30分～15時15分
　　場　所：松本市総合社会福祉センター　大会議室
　　テーマ：「これからの手話通訳の課題」（金澤貴之）
　　　　　　「RS表現を正確かつスマートに訳す」（中野聡子）

　７）株式会社プラスヴォイス社内研修会
　　日　時：2024年11月21日（木）　19時00分～20時00分
　　場　所：オンライン開催（Zoom）
　　テーマ：「遠隔時代の手話通訳」
　　講　師：金澤貴之

４．障害者支援専門職向け手話研修の講師等
　１）NPO法人工房あかね　手話学習会
　　日　時：2024年４月から３月まで月１回　各１時間
　　場　所：NPO法人工房あかね
　　テーマ：	事業所内で必要とされる手話単語を抽出し、職員と利用者が一緒に手話を学んだ。指導

におけるアシスタントを本学で「日本手話と日本語の違いを学ぶⅡ」まで学び、卒業後
に本事業所の職員をしている卒業生が担当した。

　　講　師：金澤貴之

５．法律・条例に関わる研修の講師
　１）静岡県議会自由民主党難聴対策推進議員連盟
　　　難聴児早期発見・療育等に関する勉強会
　　日　時：2024年９月30日（月）　15時30分～16時30分
　　場　所：静岡県庁
　　テーマ：「『聴覚障害の重層性』を理解する」
　　講　師：金澤貴之

６．そ の 他
　１）前橋地方気象台　地台活性化講演
　　日　時：2024年11月19日（火）　10時00分～12時00分
　　場　所：前橋地方気象台合同庁舎
　　テーマ：	「誰もがアクセスしやすい社会の実現のために　―気象庁が定める障害者差別解消のた

めの対応要領から―」
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　　講　師：金澤貴之

　２）愛知県立岡崎聾学校 PTA教育講演会
　　日　時：2024年12月７日（土）　10時40分～12時10分
　　場　所：愛知県立岡崎聾学校
　　テーマ：「聴覚障害のある子どもの将来について」
　　講　師：金澤貴之

　３）愛知県立岡崎聾学校教員研修
　　日　時：2024年12月７日（土）　15時10分～16時40分
　　場　所：愛知県立岡崎聾学校
　　テーマ：「今の聾学校に求められるもの～これからの聾学校像～」
　　講　師：金澤貴之

　４）ぐんま学校応援プロジェクト　職員向け研修
　　日　時：2025年１月22日（水）　15時00分～16時00分
　　場　所：前橋市立前橋特別支援学校
　　テーマ：「障害者差別解消法施行により、通常学校で求められる合理的配慮」
　　講　師：金澤貴之
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４．学術資料





【書籍】『手話の法制化と聾者の言語権―そのポリティクスと課題解決への視座』生活書院
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『日本特殊教育学会第62回大会（福岡大会）発表論文集』p480　ポスター発表
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1 
 

実実践践報報告告 
 

CEFR-JSL（（日日本本手手話話））のの開開発発試試案案 ――「「手手話話言言語語ココミミュュニニケケーーシショョンン能能力力」」をを中中心心にに―― 
 

中中野野聡聡子子 (群群馬馬大大学学) 
浅浅田田裕裕子子 (昭昭和和女女子子大大学学) 

藤藤田田元元 (上上智智大大学学) 
 
 日本手話（Japanese Sign Language: JSL）は，手話言語の１つであり，日本語とは異なる言

語体系を有している。聴覚特別支援学校の教師や手話通訳者などの専門職には熟達度の高い日本

手話スキルが求められるが，第２言語としての日本手話習得・通訳養成の指導が成功していると

は言い難い。この背景として，日本手話のカリキュラム，教材，試験の多くが手話言語学・手話

教育学の基盤をもたない団体や民間で開発されており，学術的包括性，明確性，一貫性を兼ね備

えたスタンダードが確立されていないことが考えられる。そこで，著者らは第２言語としての日

本手話教育の質の向上を目的として，CEFRに準拠した到達指標であるCEFR-JSLの開発に取り組

んでいる。 

 

 CEFR-CV (2020)では，手話言語にも適用できるように能力記述文の修正や新たなスケールの加

筆が行われた。しかし，手話言語の特性が十分に考慮されているとは言い難い。その１つが，

【言語コミュニケーション能力】を音声言語・手話言語共通としつつも，【手話能力】を分離し

ていることである。著者らはこの分離がCEFR-CVの手話教育導入への１つの障壁であると考えて

いる。 

 

 本発表は，CEFR-JSLにおいて【手話言語コミュニケーション能力】をどのように扱うべきか

を提示するものである。具体的には，上記の問題意識をもとに，【手話言語コミュニケーション

能力】の中に【手話能力】を統合した。そのうえで下位能力として，「一般的な使用可能言語の

範囲」「音韻の使いこなし」「使用語彙の範囲と使いこなし」「文法的正確性」の４つからなる

【言語能力】，「社会言語的な適切さと文化的レパートリー」からなる【社会言語的能力】，「テク

ストの構造（受容・産出）」「空間設定と視点（受容・産出）」「言語意識と解釈（受容）」「存在と

効果（産出）」「発言権の取得・維持（産出）」「叙述の正確さ（産出）」「手話処理の速度（受

容）」「手話の流暢さ（産出）」の８つからなる【運用能力】を設定した。 

 
Keywords 
日日本本手手話話，，CEFR，，言言語語ココミミュュニニケケーーシショョンン能能力力，，手手話話能能力力 

日本言語テスト学会研究大会　研究発表
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認知的アプローチによるＬ２日本手話教育の試み
―日本手話文法の動画テキストの開発と授業における活用―

中　野　聡　子

群馬大学共同教育学部特別支援教育講座／手話サポーター養成プロジェクト室
認知的アプローチによるＬ２日本手話教育の試み

中野聡子

An attempt at L2 Japanese Sign Language education based on  
a cognitive approach:

Development of a video text of Japanese Sign Language grammar 
 and its use in the classroom

Satoko NAKANO

Department of Special Needs Education / Office of Sign Language Supporter Development Project, 
Cooperative Faculty of Education, Gunma University

キーワード：日本手話，参照文法，メタ言語，明示的学習，タスク中心教授法
Keywords: Japanese Sign Language, reference grammar, metalanguage, explicit learning,  

Task Based Language Teaching

（2024年11月28日受理）

１　問題の背景と目的

１.１　音声言語のＬ２教育的アプローチの変遷
　第２言語習得（Second Language Acquisition: SLA）
研究では，言語は「形式（form）」「意味（meaning）」

「機能（function）」の３つの要素から成り立っている
（Bloom & Lahey 1978；和泉 2016）と考えられてい
る。すなわち，Ｌ２（第２言語）教育的アプローチ
は，これらの３つの要素にどのように焦点をあてるか
という見方をすることができる。音声言語のＬ２・外
国語教授法は「形式（文法）重視のアプローチ」から

「意味／機能（コミュニケーション）重視のアプロー
チ」へ，現在は「形式と意味／機能の両者を統合する
アプローチ」へと移り変わってきた。形式に注意を向
けさせるFocus on FormS（FonFS）は，伝統的な形
式重視のアプローチとして行われてきたものである
が，VanPatten（1990）は形式に注意が行き過ぎ，意

味が処理されないという問題があるとしている。つま
り，メタ言語を含む宣言的知識があっても，「コミュ
ニケーション能力」（communicative competence）

（Hymes 1972）が形成されにくいということであ
る。これに対して Focus on Meaning（FonM）は，
人間の言語処理，そして言語学習のデフォルト値

（Doughty 2001・2003）であり，形式よりも意味や機
能，つまりコミュニケーションを重視のアプローチは
一見理にかなっているようにみえる。しかし，十分な
インプットが提供され，自然な習得が期待されるはず
のイマージョン・プログラムにおいて，流暢さはネイ
ティブ並みであっても文法的な正確さに欠けているこ
とが示された（Swain 1991）ように，FonMでは形式
の正確さの習得に限界がみられるのである。そこで，
SLAには形式と意味／機能の同時処理を行うことが重
要であると考えられるようになり，Focus on Form

（FonF）（Long 1991）の考え方に基づく，タスク中心

群馬大学教育実践研究　第42号　107～115頁　2025
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教授法（Task-Based Language Teaching: TBLT）が
強い支持を得るようになった。TBLTは，意味のある
言語コミュニケーションを必要とするタスクを設定
し，そのなかで「付随的」に発生した形式に対して明
示的または暗示的に学習者の注意を向けさせるアプ
ローチである。

１.２　Ｌ２手話言語習得の難しさ
　日本手話を始めとする手話言語は音声言語のような
言語的特徴を有する自然言語である。すなわち，音声
言語のSLA研究の知見は，手話言語にもあてはまるこ
ととして，Rosen（2010）は，手話カリキュラムやコー
ス，現場で行われているアプローチが音声言語のＬ２
教育的アプローチから採用されてきたとしている。
　聴覚特別支援学校教師や通訳者など，ろう児・者の
教育及び支援の専門職を目指そうとする者は，熟達
レベルの手話言語を習得する必要があるものの，大
人の音声言語母語話者にとって，Ｌ２手話言語習得
は容易でない。例えば，Jacobs（1996）は，英語母
語話者にとってアメリカ手話（ASL: American Sign 
Language）の習得難易度は，中国語や日本語と同じ
く，カテゴリー４に相当し，1,320時間以上の学習時
間，平均６～15年の期間を要すると見積もっている。
　Ｌ２手話言語習得の難しさは，手話言語がバイモー
ダルなＭ２Ｌ２であり，手話の音韻・形態・統語的
側面を学習するうえで，Ｍ１Ｌ１やＭ１Ｌ２の言語
経験が全く活かされないということにある。Quinto-
Pozos（2005）は，CL，RS，空間の使用，NMといっ
た音声言語にはない視覚空間・同時的な言語形式や文
法的要素は，大人の音声言語母語話者にとって特に習
得が難しいと報告している。こうした事実は，手話言
語のＬ２習得において，特に初期段階で文法を暗示的
に学習することの困難さを示唆しており，メタ言語を
含む明示的な文法指導・学習を取り入れていくのがよ
いと考えられる。
　またＬ２手話言語学習においては，負の転移が多
くみられることにも留意する必要がある。Ｌ２手話
言語学習における最も顕著な転移現象は，Ｌ１の語
順を取り入れ，さらにＬ１とＬ２を同時に使用する

（Marshall et al. 2020）ものであり，「学習者手話」
（learner signing）（Chen-Pichler & Koulidobrova 
2015）としても知られている。Ｌ１を日本語，Ｌ２を

日本手話にあてはめると「日本語対応手話」「手指日
本語」と呼ばれるものがこれにあたる。これらはＬ１
日本語からくる負の転移であり，Ｌ２日本手話の誤用
や未習得であると考えられる。さらに注目に値するの
は，手話の熟達度が高いはずの手話通訳者にもＬ１の
語順を始めとした負の転移があると報告されているこ
とである（Schick et al. 1999；木村 2011など）。音
声言語のＬ２習得研究において，Ｌ１の転移は熟達度
が低いほど生じやすいとされているが（Odlin 1989; 
Poulisse & Bongaerts 1994），これはＬ２手話習得に
あてはまらない可能性がある。その理由として，Ｌ１
音声言語とＬ２手話のモダリティが異なるため，Ｌ１
とＬ２を同時に発することが物理的に可能であるこ
と，そしてそれがＬ２の文法的要素への意識を抑制
し，暗示的学習につながりにくいことが考えられる。
　こうした背景から，Ｌ２日本手話文法教育において
は，Ｌ１日本語との違いを明示的に示すことが，負の
転移に対する内的な気づきの機会を増やすことができ
ると考えられる。

１.３　日本におけるＬ２手話言語教育の現状と課題
　これまで日本のＬ２手話言語教育では，FonFの概
念に基づいた指導・学習は行われてこなかった。こ
こでは，学習者が最も多い厚生労働省手話奉仕員養
成研修事業と，ナチュラル・アプローチ（Natural 
Approach: NA）（クラッシェン・テレル 1986）によ
る指導の２つを紹介する。
　障害者総合支援法に位置づけられている地域生活支
援事業では，手話奉仕員養成研修事業（市町村必須事
業）並びに専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成
研修事業（都道府県必須事業）が実施されている。手
話奉仕員養成事業は，地域で聴覚障害者とともに地域
活動を支える手話奉仕員の養成と、手話通訳者養成課
程受講に必要な聴覚障害者と日常会話が可能なコミュ
ニケーション能力を身につける基礎的な課程という２
つの機能を有している（社会福祉法人全国手話研修セ
ンター 2023a）。すなわち，日本において現在最も広
く使用されている「手話」言語教育カリキュラムが，
手話奉仕員養成カリキュラムであると言えよう。こ
れらの研修事業は，厚生労働省の「手話奉仕員及び手
話通訳者の養成カリキュラム」に基づいて，各自治体
がろう当事者団体や手話通訳者団体等に委託して実施
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されていることが多い。このことは，教師として求め
られるべき日本手話スキルや，日本手話の言語学，
ろう文化，言語教授法，評価法，カリキュラム開発等
に関する知識・スキルを十分に持たない者が指導にあ
たっていることを意味している。社会福祉法人全国手
話研修センター（2023b）は，全面改訂版手話奉仕員
養成カリキュラム対応テキストにおいて，基本文や応
用文で文法に関する説明を増やし，それらを実際のや
りとりで使えるように，コミュニケーション活動の内
容をより詳細に設定しているが，ここには教師の要
件を十分に備えていない者が教えることへの配慮がみ
られる。旧カリキュラムと比較して，文法用語はCL

（Classifier）とRS（Referential Shift，Role Shift）が
追加されたのみで，非手指表現の細かな違いを区別
するための記号表記の使用はみられない。基本文や応
用文は動画で視聴することができるようになっている
が，教師自身に日本手話の言語的知識がなければ，テ
キストでは説明されていない手指表現のタメやハリ，
非手指表現の細かな違いや空間位置の文法的要素につ
いて，基本文，応用文，言語活動で明示的・暗示的に
指導することは難しいと言えよう。また，テキストや
指導書があっても，教師がSLAの理論や教授法に通じ
ていなければ，学習者の習熟状況に応じて，タスクの
設定の変更や追加をしたり，他の教授法を組み合わせ
るといったことも難しいと思われる。もっとも大きな
問題は，全日本ろうあ連盟が日本語の要素が強い手話
も含めて「日本のろう者が使用する『手話言語』」と
いう立場を取っており１），指導現場では日本手話と日
本語が入り混じった「手話」が使われ，学習者はそれ
を習得するケースが多いということである。さらに，
学習者は手話奉仕員養成講座を修了しても，手話通訳
者養成講座を受講できる手話のコミュニケーション力
が習得できていないという問題があげられる（霍間・
四日市 2013；繁益 2018；社会福祉法人全国手話研修
センター 2022）。しかし，社会福祉法人全国手話研修
センター（2023a）の手話通訳者養成等カリキュラム
策定事業では，「一般的に新しい言語を習得し自由に
会話ができるようになるためには相当な時間が必要で
あると言われている。これは手話も同様である。この
すべてを養成カリキュラムに反映させることは地域で
の養成講座では時間的にも予算的にも困難であり，ま
た受講者にも大きな負担になることから現実的でない

との結論に至った。」として，改正手話奉仕員及び手
話通訳者養成カリキュラム（障企自発0626第１号 令
和５年６月26日）２）においても，手話奉仕員養成カリ
キュラムの到達目標は，手話通訳者養成カリキュラム
の受講目安に達しないままとなっている。つまり，私
的領域及び公的領域のやりとりが中心で，結束性と一
貫性を求められる談話能力を必要とするような言語項
目や言語活動はほとんど含まれていない。
　一方，日本手話と日本語をはっきり区別して指導し
ようとするろう者の間では，大都市圏を中心に，直接
教授法の１つであるNAによるＬ２日本手話指導が強
い支持を得ている。NPO法人手話教師センターでは，
NA手話教授法講座（全30時間）を実施している。同
講座の受講にあたっては日本手話能力について受講資
格試験がある。修了者にはベーシックの手話教師資格
が与えられる。
　NAは，クラッシェンが提唱するモニター・モデル
を理論的基盤としており，自然な方法での「習得」を
目指すインプット中心の指導である。こうしたNAの
特性に由来する問題として，松岡ら（2018）は，単位
修得を目的としない地域の講習会では問題ないシラバ
スであっても，週１回の実施で，なおかつ明確な評価
基準が必要となる大学科目においては，担当教師によ
る改訂が必要となること，学習者のアウトプットに対
する評価基準が確立されていないこと，２年め（中
級）以降の学習者のスキルの発展を促すモデルシラバ
スや手話科目の設置がないことなどを課題点としてあ
げている。
　手話奉仕員養成研修事業とろう教師によるNAの両
方に共通しているのは，大人の聴者の教室内Ｌ２学習
においてアドバンテージとなるはずの明示的学習が少
ないこと，学習者の成熟した一般的認知能力をＬ２学
習に活かしきれていないこと，初級レベルの到達度に
とどまるカリキュラムとなっていることである。

１.４　本研究の目的
　前節でみてきたように，音声母語話者にとって手話
言語は習得難易度が高い。にもかかわらず，聴覚障害
児者の教育や福祉に関わる専門職を目指して日本手話
を学ぶ学習者らは，社会的，教育的，文化的，言語
的，専門的領域において，聴覚障害者と聴者の言語コ
ミュニケーションの橋渡しや，聴覚障害児者の意味の
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構築や伝達を助ける「仲介」（mediation）も可能な
高い日本手話コミュニケーション能力を身につけなけ
ればならない。最低でも，CEFR（ヨーロッパ共通言
語参照枠）Ｂ１－１レベルに到達しなければならず，
相当効率的な言語学習が求められる。
　典型的な手話言語習得プログラムは，90～240時
間程度で設定されていることが多く（Monikowski 
2009；二神他 2018），習得難易度の高さに比して学習
時間もインプット量も不十分な中で，いかにして習得
過程を加速化させ，最終的に高い言語熟達度に導くか
が教室指導の要点となる。
　１つは，大人の学習者が生得的な言語学習能力を失
う代わりに，より一般的な学習能力に依存し，メタ言
語知識，記憶方略，問題解決能力を活用して効率的な
Ｌ２学習を行える（ライトバウン・スパダ 2017）と
いうSLA研究による知見を考慮することである。この
点において，メタ言語的知識を含む宣言的知識（≒明
示的知識）を深めることができるような日本手話の文
法学習教材は大人の学習者にとって有効であると考え
られる。実際，教室内Ｌ２学習においては，Ｌ２のイ
ンプット量の少なさからメタ言語的知識もＬ２言語運
用における有効な情報ソースの１つであると捉えら
れている（Dekeyser 1998・2001）。学習者が使用で
きるような日本手話の文法に関する書籍としては，
NPO法人バイリンガル・バイカルチュラルろう教育
センター（2011）や，前川ら（2022・2023）があるも
のの，文法項目が少ない，文法解説と例文の動画が別
になっていて直感的にわかりづらい，日本語からの転
移に留意した解説が少ない，といった課題がある。
　もう１つは，コミュニカティブな活動におけるイン
ターアクションの中で，学習者自身が形式と意味／機
能の関係を見つけ出して結びつけ，中間言語知識を変
容させていく過程に，明示的指導・学習や文法教材に
よって得た宣言的知識をどのように取り込んでいく
か，を考慮することである。小柳（2016）のレビュー
によれば，正確で流暢な言語運用は手続き的知識（≒
暗示的知識）に基づいて成り立っており，宣言的知識
と手続き的知識の間に接点はないとされている。つま
り，規則ベースの宣言的知識から学習が始まったとし
ても，コンテクストの欠如したドリルのような機械
的練習では，手続き化や自動化が生じず（DeKeyser 
1998・2001），意味のある伝達活動における練習が

重要である。このとき，内的な「気づき」（Schmidt 
1990）の機会を増やすには学習者がたくさんの言語
知識を持つ必要があり（新多 2016），宣言的知識が
TBLTや内容言語統合型学習（Content and Language 
Integrated Learning; CLIL）におけるコミュニケー
ション言語活動の中で，自己または他者によるFonF
につながることが期待できる。しかし，従来のＬ２日
本手話教育では，認知的アプローチに基づいて，明示
的学習と暗示的学習をどのように取り入れていくか，
インターアクションと文法学習をどう統合させるの
か，といった観点による指導実践はほとんど行われて
いない。この点において，作成した日本手話の文法学
習教材の教室指導における活用方法を検討することは
大きな意義があると考える。
　したがって，本研究では，（１）大人のＬ２日本手
話習得を加速化させるための，動画による日本手話文
法テキストを作成し，（２）TBLTやCLILといったコ
ミュニカティブな言語活動の中で言語を学ぶ教授法を
採用している群馬大学において，作成したテキストの
活用方法について検討することを目的とした。

２　日本手話文法の動画テキストの開発

２.１　開発の手順
　日本手話文法の動画テキストは，文法解説と文法問
題で構成した。
　文法解説部分は，2021年度に行った群馬大学の日
本手話の演習授業「言語としての日本手話IA/IB/IIA/
IIB」（合計120時間）をもとに，24の文法項目を取り
上げた（表１参照）。それぞれの文法項目について，

表１　動画テキストで取り上げた文法項目
１ 手話のしくみ 13 文末の指さし

２ アル／イル・指さし・代名
詞と所有格 14 受け身の表現

３ 数字を含む手話 15 テンスとアスペクト
４ 話題化と焦点化 16 空間の利用
５ YES-NO疑問文 17 モダリティ
６ WH疑問文 18 動詞連続構文
７ WH分裂文 19 接続表現
８ 否定表現 20 文末コメント
９ 可能動詞 21 関係節と補文構造
10 命令文 22 CL表現
11 程度を表す表演 23 RS表現

12 名詞と動詞の違い・動詞の
語形変化 24 使役文
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まず，授業で使用したスライド資料に加筆修正を加
えた。次に，この内容について日本手話で文法解説
を行いデジタルカメラ（ボディはSONY α7 IV ILCE-
7M4，レンズはTAMRON 28-75mm F/2.8 Di III RXD）
で収録した。なお，背景のノイズをカットして手話
を見やすくするため，グリーンバックで撮影してい
る。その後，動画編集ソフトのAdobe Premiere Pro

（Adobe Inc.）を用いて，スライドの映像と手話解説
者の映像を合成し，発話内容は日本語に翻訳して字幕
と，アフレコによる音声を付与した（図１参照）。

　文法問題は，１つの文法項目につき，５問または10
問作成した。手話の動画を視聴して文法性を判断する
タイプが多い。
　動画テキストは，学習管理システム（LMS）で利
用できるようにした。LMSは，オープンソースのweb
ベース電子ポートフォリオ管理システムのMahara
を，動画の視聴や課題提出が多い手話言語・手話通訳
学習用に構築したものを使用している。LMSでは，
各文法項目について解説動画を視聴したあとに，事後
課題として文法問題に取り組めるようにした。文法問
題は多肢選択式であることから，回答送信直後に正誤
の結果と解説のフィードバックが得られるようになっ
ている。

２.２　動画テキストの特徴
２.２.１　メタ言語による文法解説
　本動画テキストの利用は，大学などの高等教育機関
で大人の学習者を対象としていることから，文法解説
にはメタ言語を多く使用した。アスペクトやモダリ
ティなど，学習者にとって馴染みが薄いと思われるも
のについては，まず概念を説明したうえで日本語の例

文で理解を深め，次に日本手話の例文をあげて規則を
説明するようにした。
２.２.２　暫定的な記号等による文法的要素の記述
　日本手話を始めとして手話言語では書記法が確立し
ておらず，ラベルまたはグロスと呼ばれる，音声言語
の書記システムを借りた記述をすることが多い。日本
手話であれば，日本語の意味に近い単語を手話の語順
に沿って記述する。ラベルを見ただけでは例文の再現
は不可能である（松田 2022）ものの，文法化されて
いる空間位置，利き手と非利き手の使い分け，非手指
表現については，暫定的な記号を用いて記述すること
で，学習者が記号と動きを結びつけて覚え，ラベルを
見ただけで文法的に正確な文が想起もしくは表現でき
るように工夫した。
２.２.３　Ｌ１日本語との違いへのクローズアップ
　日本手話と日本語Ｌ１日本語からの負の転移に注意
を向けることができるようにするため，応答の仕方の
違いなど，意味／機能的な側面も含めてＬ１日本語と
の違いを各所で取り上げた。文法問題においても，例
えば無生物主語の扱いや描写的表現の違いなどに気づ
くことができるような設問を取り入れるようにした。
このようにＬ１日本語との比較を含めた文法解説や文
法問題は，従来の日本手話文法のテキストにはみられ
ない特徴となっている。
２.２.４　モダリティのシームレス化
　２.２.２で述べたように，日本手話のラベル表記で
は，手指表現，非手指表現とも，例文の再表現は困難
である。このため，従来の日本手話文法テキストの書
籍では，例文をラベルや写真で説明を読みながら，あ
るいは読んだあとに，webサイトのリンクやDVDで
動画を見て，ラベルや写真，解説では記述しきれない
手話の細かな表現を確認する必要がある。これに対
し，本動画テキストでは，例文だけでなく，解説全体
を１つの動画として作成しているため，学習にあたっ
て複数の媒体を行き来する必要がない。解説を視聴し
ながら手話表現の細部まで確認できるため，視覚言語
である日本手話の学習がスムーズに行いやすくなって
いる。
２.２.５　習熟度に合わせた解説動画の利用
　文法解説では，解説を日本手話で行い，音声と字幕
をつけている。明示的知識を得ることを目的とする場
合は，音声や字幕によりＬ１日本語で文のしくみが

 ※手話解説者は下島恭子

図１　「関係節と補文構造」の動画テキストより
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どのようになっているのか，しっかりと理解すること
ができる。例文を手話で表現するときは，字幕のみと
し，注意が分散しないようにしている。一方，CEFR 
Ｂ１－１レベル以上で，ある程度明示的知識を有し
ている学習者であれば，音声をミュート，字幕をマス
キングした状態で，手話だけを見ることによって，学
習言語レベルのインプットを得られる機会となる。ま
た，そうしたレベル内容の通訳・翻訳の自主練習素材
として使うこともできる。
２.２.６　主体的な学習を促進する学習ポートフォリオ
　LMSには，学習ポートフォリオ機能を搭載してい
る。学習者は，各文法項目の学習状況や文法問題の回
答結果の履歴を確認し，未学習の項目や文法問題の得
点が低かった項目を把握して，主体的に文法学習を行
うことができるようになっている。
　文法問題は，結果のフィードバックを行えるように
するために多肢選択式とせざるをえず，理解中心の問
題になってしまうものの，従来の書籍によるテキスト
では，練習問題があっても個別のフィードバックその
ものが不可能なので，この点において画期的なテキス
トであると言えよう。

３　Ｌ２日本手話の授業での活用

　群馬大学では，厚生労働省の手話奉仕員養成カリ
キュラムの基準を満たすプログラムとして，前期60時
間，後期60時間のＬ２日本手話の授業を開講してい
る。また同様の内容を，社会人向けに履修証明プログ
ラムとして，双方向性オンライン授業で開講してい
る。ここでは，これらの授業において，作成した動画
テキストの活用方法について述べる。

３.１　学習開始～６ヶ月まで
　学習開始～６ヶ月の授業では，主としてTBLTを採
用し，スパイラル的に宣言的知識と手続き的知識がそ
れぞれ形成されていくようにすること，意味交渉を伴
うインターアクションの中で，宣言的知識が情報ソー
スとなって，明示的／暗示的学習が促進されるように
することを意識している。典型的な授業の流れを図２
に示す。作成した動画テキストは文法解説部分のみを
取り出し，タスクで使用した例文を追加したレビュー
動画にして活用している。授業回を重ねるにつれて，
１回の授業でフォーカスする文法は既出のものも含
め，複数取り上げられることが多くなっていくので，
これに合わせて動画テキストの項目を組み合わせてい
る。事前学習では，レビュー動画を事前視聴できるよ
うにしている。視聴を強制しているわけではないが，
予習としてプレタスクやタスクに取り組むにあたっ
て，レビュー動画を視聴する受講生が多く，自己主導
のFonFとなっているとみられる。プレタスクのディ
クテーション課題は，タスクにおいて使いたくなるよ
うな言い回しや表現の入った日本手話のやりとりや談
話の動画を見て，（　　）に適切な日本語の訳を入れ
て文を完成させるものである。学習者が気づきにくい
であろうと思われる言語項目について，回答の説明と
併せて明示的指導を行い，またオーディオリンガル・
メソッドの要素を取り入れて，ミムメム（mimicry-
memorization: Mim-Mem）練習を行うこともある。
タスクは，学習者中心で進め，教師の介入は暗示的指
導として行われることが多い。いずれにしても，事前
学習でメタ言語を含む明示的学習を行っていること
は，タスクにおけるコミュニカティブな言語活動の
中で，形式に注意を向ける機会の多さにつながってい
ると考えられる。レビュー動画を使った語彙・文法・

図２　学習開始～６ヶ月までの典型的な授業の流れ
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表現のふりかえりは，タスクにおける学習者のアウ
トプットや，学習者同士，教師と学習者のインターア
クションを積極的に行わせるため，なるべく最後に行
うようにしている。ふりかえり（レビュー）では，
プレタスクとタスクにおける学習者の気づきをＬ１日
本語で言語化することで，メタ言語を含む宣言的知識
を強化する。しかし，演繹的なアプローチを好む学習
者も一定数いることから，規則が複雑で，暗示的学習
は困難であると思われる場合は，プレタスクの前にレ
ビュー動画を使って明示的指導を行う場合もある。
　さらに，日本語とは大きく異なる複雑な規則，例え
ば，否定表現，関係節，文末コメントなどについて
は，PPP（Presentation-Practice-Production） 型 の
授業を採用し，最初に動画テキストの文法解説を提示
したあと，文型練習，文型を使った産出活動，という
流れを取るようにしている。このように，規則が特に
難しいと思われる言語項目について，まず規則そのも
のを知ることを目的としている。

３.２　７ヶ月～１年まで
　７ヶ月～１年までの授業では，主としてCLILを採
用し，ろう教育，情報アクセシビリティ，電話リレー
サービス，ろう者の職業，福祉サービス，防災教育等
のテーマについて，意見交換やミニ解説文の作成をグ
ループ活動として行っている。この時期になると，所
有格，並列表現，yes-no疑問文，wh疑問文，wh分裂
文，可能動詞，順接表現など，比較的わかりやすく単
純な規則については，手続き化・自動化が進んでくる
が，動詞の語形変化を伴う規則や，CL，RS，文末コ
メント等の日本語にない規則についてはやはり難し
く，内容を伴うインプット，アウトプットの中で，用
例的な学習機会を多く持つことが必要になってくる。
宣言的知識が手続き的知識に変換されていくわけでは
ないものの，「これはCLだよ」というようなメタ言語
で，文法概念が共有できることは効率的な学習に大き
く寄与している。また，内容的な難易度が上がって
も，形式に注意を向け，内的な気づきを促していくた
めに，授業とは別に，半年間の期間の中で，前期の授
業の復習を兼ねて動画テキストを視聴し，文法問題に
取り組み，すべての文法項目において80点以上を取る
ように義務づけている。

４　今後の課題

　今後の課題として，動画テキストの内容に関わるこ
とと，明示的／暗示的学習の取り入れ方に関わること
の２点があげられる。
　動画テキストの内容については，新しい文法項目の
追加や，構成の見直しを行う必要がある。例えば，比
較表現は「16_空間の利用」の中で扱われているが，
単体で１つの項目としたほうがわかりやすいかもしれ
ない。また，日本手話には引用表現を特定の文法形式
の一部として用いる構文（木村他 2003）がみられる
が，これらを引用表現の項目で構成し直すことを検討
したい。さらに日本手話と日本語の用法の違いをふま
えて，新しい文法項目を追加していきたい。社会言語
学的な適切さについては，敬意表現などをすでに取り
扱っているが，アイコンタクトや注意の引き方といっ
た手話言語特有の項目を追加していく必要があると考
えている。
　明示的／暗示的学習の取り入れ方については，大学
におけるＬ２日本手話教育では，Ｍ２Ｌ２学習である
こと，一般認知能力が成熟している大人の学習者が対
象であること，また学習者のビリーフ（ライトバウ
ン・スパダ 2017）からしても，メタ言語を含む明示
的文法指導・学習を取り入れることでＬ２日本手話習
得が加速化する可能性が高いと考えられる。しかし，
正確かつ流暢なＬ２の言語運用力は，手続き的知識に
支えられており，暗示的学習が主要な学習メカニズ
ムとなっている。そして，宣言的知識が「練習」に
よって手続き的知識に転換していくわけではない。ま
た，明示的学習は易しい規則に関しては有効である
ものの，難しい規則にはあまり役に立っていない（小
柳 2016）とされ，特に後者では弊害にすらなりうる
という見解もある（Doughty 2003など）。とはいえ，
大人の学習者は暗示的学習に限界があるのもまた事実
であり，Ellis（2015）は，SLAの初期にパターン認識
をして言語形式と意味の連合を記憶に登録する段階は
明示的学習で行い，その後インプット処理において，
登録した構成体を暗示的学習のメカニズムに統合させ
ていくような，ダイナミックなインタフェースを仮定
しても良いのではないかとしている。Ｌ２日本手話の
SLAに関する研究がほとんど行われていないなか，規
則の難易度や明示的／暗示的学習の効果についての見
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積もりは，教師の経験に頼って行われている。今後，
本動画テキストのようなメタ言語を含む明示的指導・
学習は，実際に日本手話のSLAを加速化させているの
かどうか，規則の難易度は明示的学習と暗示的学習に
どのような影響を与えているのか，明示的学習によっ
て得られた宣言的知識は意味のあるコミュニケーショ
ン活動の中でどのように用いられているのか，などに
ついて，実験やテスト等により検証を行い，もっとも
効果的な取り入れ方を見出していく必要がある。

付記
　日本手話ネイティブのろう者である，群馬大学共同教育学部
特別支援教育講座／手話サポーター養成プロジェクト室の下島
恭子助教が，動画テキストで使用するスライドの記載内容及び
文法問題のネイティブチェックと，手話による解説及び問題文
の手話表現を担当した。
　本研究は，日本財団助成事業「聴覚障害に関わる支援人材育
成を目的とした遠隔手話教育システムの構築」，日本学術振興
会科学研究費・挑戦的研究（萌芽）「CEFRに準拠した日本手話
到達基準『JSLスタンダード』の策定と活用」（23K17609）の助
成を受けた。

注釈
１）一般財団法人全日本ろうあ連盟（2018）．手話言語に関す

る見解．https://www.jfd.or.jp/2018/06/19/pid17838（2024
年９月15日確認）．

２）厚生労働省「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム
等について」https://www.mhlw.go.jp/content/001112995.
pdf（2024年９月15日確認）．
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５．メディア紹介





　10月13日の TOKYO	MXの情報バラエティ番組「ええじゃないか !!」で、本学共同教育学部手話サ
ポーター養成プロジェクト室が実施している手話講座が紹介されました。

東京MX 「ええじゃないか !!」 出演 （2024年10月13日放送 ）
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読売新聞2024年９月20日付（25面）掲載
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朝日新聞（宮城県版）2024年９月22日付（朝刊21面）掲載
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中国新聞2024年９月23日付（24面）掲載
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Inclusive�Hub�みみ＃32-33掲載（2024年８月13日、14日）
Inclusive Hub みみ＃32-33 掲載（2024 年８⽉ 13 ⽇、14 ⽇） 
 
Inclusive Hub HP/https://the-elements.jp/inclusive-hub 

みみ＃32/https://the-elements.jp/posts/_zFBRXS6 
みみ＃33/https://the-elements.jp/posts/9_A6GxjM 
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手話の甲子園に初めて挑む高校生　聖光学院手話部 （福島）

〈概要〉
　創部から３年目の今年、聖光学院高等学校手話部が「全国高校生手話パフォーマンス甲子園」にお
いて、初めての本大会出場を決めました。
　初の全国の舞台に向けて、生徒たちの大会にかける思いに迫りました。（WEB上で動画を掲載）
※このWEB動画の中で、群馬大学が提供する「手話」の授業の様子が紹介されました。

福島民友（WEB）2024年９月23日掲載

ＫＦＢ福島放送（WEB）2024年９月16日放映
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YAHOO!JAPANニュース2024年10月25日掲載
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